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 筑前町は、豊かな自然を有している一方で、福岡都市圏や久留米広域圏と

隣接し、また上下水道や道路等の生活基盤の整備が進んでいるなど、利便性

が高い町となっています。企業誘致や宅地開発が進み、全国的な人口減社会

のなかにおいて、筑前町は人口を維持しています。 

しかし、筑前町においても、家族形態の変化や就労形態の多様化、また地

域コミュニティ意識の希薄化などが進み、子ども・子育てをめぐる環境も大

きく変化しています。 

少子化が進行する中でも教育・保育に関するニーズは高く、また身近な地

域に相談する相手がいないため孤立化し、子育てに不安を感じる家庭なども

みられることから、地域をあげて、社会全体で子ども・子育てを支援する仕

組みの構築が必要になっています。 

 国ではこうした課題に対応するため、平成 27 年度から「子ども・子育て

支援新制度」を開始しました。これに先立ち、本町では平成 26 年度に「筑

前町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、「みつめよう 子どもの心 親

の声 未来へつなぐ 町づくり」を基本理念に、子ども・子育て家庭に対し

て地域ぐるみで支援を進めてまいりました。 

本計画は、令和元年度をもって第１期計画期間を終了することに伴い、こ

のたび新たに、令和２年度から令和６年度の５年間を計画期間とする「第２

期筑前町子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

 今後とも、本町ではこの計画に基づき、筑前町に暮らすすべての子どもが

心豊かでたくましく育ち、また、子育て家庭が安心して子育てできるまちづ

くりを進めてまいります。 

 最後に本計画の策定にあたり、ご審議いただきました「筑前町子ども・子

育て会議」委員の皆様をはじめ、子育てに関するアンケート調査やパブリッ

クコメント等を通じてご意見・ご協力をいただきました関係機関や町民の皆

様に対し、心からお礼申し上げます。 

今後とも、計画の推進に対し、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 
 

令和 2 年 3 月 
 

          筑前町長 田頭 喜久己 
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第１章 計画の概要 

 

１．計画策定の背景及び趣旨 

急速な少子化の進展や、働き方改革等による就労環境の変化、ＩＴ化の進展に伴う情報、

コミュニケーション手段の多様化などに伴い、乳幼児の保育、教育など子どもを取り巻く

環境は著しく変化しており、子育てを社会全体で支援していくことが必要となっています。 

このような状況の中、国においては、次代の社会を担う子どもを健やかに生み育てる環

境整備を図るため、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、次世代育成に

向けた取り組みを進めてきました。その後、平成 22 年 1 月には「子ども・子育てビジョ

ン」を閣議決定し、子ども・子育て新システム検討会議を設置、幼保一体化を含む新たな次

世代育成支援のための包括的・一元的な制度（子ども・子育て支援新制度）の構築について

検討が始まりました。 

子ども・子育て支援新制度では、「子どもの最善の利益」を実現する社会をめざすことを

前提に、従来の子育て支援に関する制度や財源を一元化して新しい仕組みを構築し、幼児

期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に推

進していくことをめざしています。 

平成 24 年には新しいシステムを円滑に推進できるよう、認定こども園、幼稚園、保育

所を通じた、共通の新たな給付や認定こども園法の見直し・改正などが盛り込まれた「子

ども・子育て関連 3 法」が制定され、これに基づく新制度が平成 27 年度から開始されま

した。 

本町においては、平成 17 年 3 月に「筑前町次世代育成支援対策行動計画（前期計画）」

（計画期間：平成 17～21 年度）を、また、平成 22 年 3 月には前期計画を見直し、後期

計画（計画期間：平成 22～26 年度）を策定し、『みつめよう 子どもの心 親の声 未

来へつなぐ 町づくり』を基本理念として、未来を担う子どもたちの声をしっかりと聞き、

地域で子どもたちを見守り育てていく体制づくりを進めてきました。 

その後、子ども・子育て支援新制度が開始することに伴い、平成 27 年度には「筑前町

子ども・子育て支援事業計画」を、次世代育成支援対策推進法に基づく「第 2 期筑前町次

世代育成支援対策行動計画」と一体的に策定し、ソフト・ハードの両面から子育てしやす

い環境づくりを進めてきました。 

この計画期間が平成 31 年度をもって終了することから、今回第１期計画の進捗状況を

確認し、新たに令和 2 年度から令和 6 年度までを計画期間として、期間内の教育・保育事

業及び子ども・子育て支援事業の事業量の見込みと確保策を盛り込んだ「第２期筑前町子

ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 
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２．計画の性格と位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として

策定するものです。 

また、本計画は、「第２次筑前町総合計画」（令和２～11 年度）を上位計画とし、その他

の各種関連計画との整合性を図って策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業

に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康

の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成す

る家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推

進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）

を策定することができる。  

【子ども・子育て支援法（抜粋）】 

【次世代育成支援対策推進法（抜粋）】 

 

 

 

子ども・子育て 

支援事業計画 

 

筑前町 

 筑 前 町 総 合 計 画 

関連する主な計画 

 

地域福祉計画 

障がい者計画 

障がい福祉計画 

男女共同参画計画  

         など 
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て
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３．計画の期間 

本計画は、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間を計画期間とします。 

 

４．計画の策定体制 

（１）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたっては、就学前や小学生のお子さんがおられる家庭に対してニーズ

調査を実施し、実際に子育てをされている保護者の就労状況や子育て環境や相談の状況等

を調査しました。 

 

（２）子ども・子育て会議の設置 

子育て中の保護者や教育・保育施設等の関係者等で構成する「筑前町子ども・子育て会

議」を設置し、計画内容等について、当事者・関係者の意見を反映できるよう努めました。 
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第２章 筑前町の子ども・子育て家庭を取り巻く現状 

１．人口の推移 

（１）年齢３区分別人口 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、年少人口（０～14 歳）の比率はほぼ横ばいです

が、老年人口（65 歳以上）の比率は増加しており、高齢化が進行していることがわかりま

す。 

【年齢３区分別人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童人口の推移 

本町の人口は、平成 27 年から平成 29 年までは 4,900 人台で推移していましたが、平

成 30 年に一旦増加に転じ、平成 31 年に再び 4,900 人台となっています。総人口に占め

る児童人口（０～17 歳）の割合はほぼ横ばいで推移しています。 

【児童人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳 （各年４月１日現在）

資料：住民基本台帳 （各年４月１日現在）
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平成 27 年から平成 31 年の各歳別児童人口を比較すると、０～５歳の就学前児童につい

ては 17 人増加し、６～11 歳の小学生についても 110 人増加しています。 

 

【各歳別児童人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳 （各年４月１日現在）
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２．出生の動向 

（１）出生数の推移 

  出生数の推移をみると、平成 27 年以降微減傾向にあり、平成 25 年の 238 人から平成

29 年には 231 人となっています。 

 

【出生数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：人口動態統計 
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（２）出生率・死亡率の推移 

出生率は、平成 25 年では国と同じになっていますが、それ以外では国よりも高く、県

よりも低い割合となっています。 

また死亡率は、平成 26 年までは国・県を下回っていますが、平成 27 年、平成 28 年

は県を上回り、平成 29 年では国・県を上回っています。 

 

【出生率の推移（国・県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【死亡率の推移（国・県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

全国 8.2 8.0 8.0 7.8 7.6

福岡県 9.1 9.0 9.0 8.7 8.6

筑前町 8.2 8.6 8.5 8.4 7.9
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全国 10.1 10.1 10.3 10.5 10.8

福岡県 9.8 9.8 9.9 10.1 10.4

筑前町 9.4 9.6 10.0 10.3 11.4
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３．婚姻の動向 

（１）婚姻件数・離婚件数の推移 

婚姻件数・離婚件数の推移をみると、婚姻件数は、ほぼ横ばいで推移しています。 

また、離婚件数は、平成 27 年までおおむね 50 件前後で増減を繰り返し、平成 28 年

に一旦増加し、その後再び 50 件台となっています。 

 

【婚姻件数・離婚件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）婚姻率の推移 

婚姻率は国・県より低い水準で推移しており、比較的婚姻率が低い地域であることがわ

かります。 

 

【婚姻率の推移（国・県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

婚姻件数 118 117 124 124 123

離婚件数 45 51 45 70 57
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45 51 45 

70 
57 

0

50

100

150

200
（件）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

全国 5.3 5.1 5.1 5.0 4.9

福岡県 5.6 5.4 5.5 5.3 5.1

筑前町 4.1 4.0 4.3 4.3 4.2

5.3

5.1 5.1 5.0 4.9 

5.6 5.4 5.5 
5.3 

5.1 

4.1 4.0 

4.3 4.3 4.2 

3.0

4.0

5.0

6.0
（人口千対）
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（３）未婚率 

  平成 27 年時点の 15 歳以上の未婚率をみると、男性は 28.6％、女性は 21.0％と、男

性の方が高くなっています。 

15 歳以上の未婚率の推移を県と比較すると、本町の未婚率は県より低い水準で推移し

ており、男性も女性もほぼ横ばいで推移しています。 

 

【性別年代別未婚率（男女 15～49 歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別（男女 15 歳以上総数）未婚率の推移（県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

資料：国勢調査（平成 27 年） 

資料：国勢調査 

29.1% 28.9% 28.8% 28.6%

32.2% 32.0%
31.2% 31.3%

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（％）

男性
筑前町 福岡県

22.2% 21.9%
21.0% 21.0%

25.8% 25.6% 25.2% 25.1%

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（％）

女性
筑前町 福岡県

総数 未婚実数 未婚率 総数 未婚実数 未婚率

15歳以上総数 11,781 3,331 28.6% 31.3% 13,471 2,783 21.0% 25.1%

15～19歳 703 700 99.7% 99.6% 696 689 99.0% 99.3%

20～24歳 603 562 93.7% 94.0% 637 569 89.9% 90.8%

25～29歳 575 394 69.1% 69.9% 663 401 60.9% 62.2%

30～34歳 819 388 47.8% 44.2% 779 259 33.3% 36.9%

35～39歳 953 306 32.4% 32.6% 914 198 21.8% 26.0%

40～44歳 1,001 283 28.4% 27.7% 970 156 16.2% 21.2%

45～49歳 808 186 23.2% 24.4% 892 132 14.8% 18.2%

福岡県
未婚率

女性

筑前町 福岡県
未婚率

男性

筑前町
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４．人口動態 

（１）人口動態の推移 

  平成 25 年度から平成 29 年度にかけての人口動態の推移をみると、本町の人口は、平

成 27 年度、平成 28 年度には減少していますが、それ以外では増加しています。 

 

【人口動態の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）昼夜間人口比率 

平成 27 年時点の昼夜間人口比率は 80.7％となっており、昼間は本町以外へ通勤通学し

ている人の方が多いことがわかります。 

 

【昼夜間人口比率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：福岡県人口移動調査 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

（単位：人）

出生 死亡 転入 転出

平成25年度 5,344 46,147 50,112 282,365 273,056

平成26年度 1,801 45,774 49,460 277,721 272,234

平成27年度 566 46,005 50,529 281,197 276,107

平成28年度 5,151 45,165 50,875 281,425 270,564

平成29年度 3,631 43,444 52,458 284,864 272,219

平成25年度 76 226 277 1,270 1,143

平成26年度 215 257 284 1,348 1,106

平成27年度 -20 228 294 1,244 1,198

平成28年度 -63 262 301 1,267 1,291

平成29年度 97 245 312 1,398 1,234

福
岡
県

筑
前
町

自然増減 社会増減
人口増減

（単位：人）

昼間人口（A） 常住人口（B） 昼夜間人口比（A／B）

福岡県 5,105,438 5,101,556 100.1%

筑前町 23,649 29,306 80.7%
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５．世帯の動向 

（１）一般世帯数、1 世帯当たり人員の推移 

国勢調査の結果から一般世帯数の推移をみると、平成７年から平成 27 年まで増加して

おり、約 20 年で 2,492 世帯の増加となっています。一方で、１世帯当たり人員は年々減

少しています。 

また、国・県ともに一般世帯数は年々増加傾向にありますが、１世帯当たり人員は本町

と同様に減少していることから、国や県においても同様の傾向がうかがえます。 

 

【一般世帯数、1世帯当たり人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般世帯数、１世帯当たり人員の推移（国・県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

7,250 8,156 8,715 9,279 9,742 

3.60 
3.41 

3.24 
3.02 2.88 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）（世帯）

一般世帯数 1世帯当たり人員

（単位：世帯、人）

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯数 43,899,923 46,782,383 49,062,530 51,842,307 53,331,797

1世帯当たり人員 2.82 2.67 2.55 2.42 2.33

一般世帯数 1,774,183 1,906,862 1,984,662 2,106,654 2,196,617

1世帯当たり人員 2.72 2.57 2.47 2.35 2.26

一般世帯数 7,250 8,156 8,715 9,279 9,742

1世帯当たり人員 3.60 3.41 3.24 3.02 2.88

全国

福岡県

筑前町
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（２）世帯構成 

本町の平成 27 年時点の世帯構成を、国・県と比較すると、単独世帯は 18.1％と低く、

核家族世帯は 63.9％、核家族以外の世帯は 17.1％と高くなっており、核家族世帯、核家

族以外の世帯割合が高い地域であることがわかります。 

 

【世帯構成（国・県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（３）１８歳未満の児童のいる世帯数 

平成 27 年時点での一般世帯に占める 18 歳未満の児童のいる世帯数は 2,672 世帯と

なっており、その割合は 27.4％と国・県を上回っています。 

平成 22 年と比較すると、全国、福岡県とともに割合が減少しています。 

 

【一般世帯における 18 歳未満の児童のいる世帯数（国・県との比較）】 
 
（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 22 年） 

 

 

 

  

資料：国勢調査（平成 27 年） 

資料：国勢調査 

34.5 

37.4 

18.1 

55.8 

54.5 

63.9 

8.6 

7.1 

17.1 

0.9 

0.8 

0.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全国

福岡県

筑前町

単独世帯 核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族を含む世帯

（単位：人）

一般世帯数（Ａ）
18歳未満の児童のいる

世帯数（Ｂ）
（Ｂ）／（Ａ）

全国 53,331,797 11,471,850 21.5%

福岡県 2,196,617 469,976 21.4%

筑前町 9,742 2,672 27.4%

（単位：人）

一般世帯数（Ａ）
18歳未満の児童のいる

世帯数（Ｂ）
（Ｂ）／（Ａ）

全国 51,842,307 11,989,891 23.1%

福岡県 2,106,654 478,778 22.7%

筑前町 9,279 2,763 29.8%



第２章 筑前町の子ども・子育て家庭を取り巻く現状 

14 

 

（４）母子世帯、父子世帯 

平成 27 年時点の母子・父子世帯の割合を県と比較すると、父子世帯は県と同じく 0.2％、

母子世帯においてもその差は－0.3 ポイントと、大きな違いはみられません。 

平成 22 年と比較しても、大きな差はみられませんでした。 

 

【母子・父子世帯の状況（県との比較）】 

（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

（単位：世帯）

実数 構成比 実数 構成比

福岡県 2,196,617 40,071 1.8% 3,646 0.2%

筑前町 9,742 145 1.5% 23 0.2%

一般世帯数 母子世帯数 父子世帯数

（単位：世帯）

実数 構成比 実数 構成比

福岡県 2,106,654 39,386 1.9% 3,643 0.2%

筑前町 9,279 143 1.5% 22 0.2%

一般世帯数 母子世帯数 父子世帯数
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６．就業状況 

（１）男女別就業率 

平成 27 年時点の男女別就業率を県と比較すると、男性が 6.2 ポイント、女性が 4.7 ポ

イントと、男女ともに県よりも高い割合となっています。 

平成 22 年と比較すると、平成 27 年で県との差が大きくなっています。 

 

【男女別就業率の状況（県との比較）】 

（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

（単位：人）

総数 就業者数 就業率 総数 就業者数 就業率

福岡県 2,029,235 1,223,148 60.3% 2,333,384 1,030,947 44.2%

筑前町 11,781 7,836 66.5% 13,471 6,583 48.9%

男性 女性

（単位：人）

総数 就業者数 就業率 総数 就業者数 就業率

福岡県 2,023,510 1,248,868 61.7% 2,327,798 1,013,854 43.6%

筑前町 11,655 7,724 66.3% 13,426 6,244 46.5%

男性 女性
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（２）女性の年齢別就業率 

平成 27 年時点の女性の年齢別就業率をみると、30 歳～34 歳、35 歳～39 歳の就業

率が 20 歳代後半、40 歳代に比べ低くなっています。これは、結婚や出産に伴い離職し、

子育てが一段落してから再就職する女性が多いことを表しています。 

一方、平成 22 年との比較ではこの年代の就業率は高くなっており、以前に比べ就労す

る人の割合は高くなっています。 

 

【女性の年齢別就業率（県及び前回との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【女性の年齢別就業状況（県との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

15～19

歳

20～24

歳

25～29

歳

30～34

歳

35～39

歳

40～44

歳

45～49

歳

50～54

歳

55～59

歳

60～64

歳

福岡県 12.2 57.1 66.4 62.3 63.5 67.4 69.6 69.1 62.8 47.0

筑前町（平成27年） 11.5 62.3 74.4 69.4 71.3 79.3 79.3 79.5 72.4 54.3

筑前町（平成22年） 11.1 61.5 69.1 62.4 69.6 74.6 77.5 74.7 63.4 47.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（％）

（単位：人）

人口 就業者数 就業率 人口 就業者数 就業率

15歳以上総数 2,333,384 1,030,947 44.2% 13,471 6,583 48.9%

15～19歳 123,231 15,024 12.2% 696 80 11.5%

20～24歳 127,063 72,494 57.1% 637 397 62.3%

25～29歳 134,465 89,245 66.4% 663 493 74.4%

30～34歳 155,718 96,943 62.3% 779 541 69.4%

35～39歳 172,601 109,574 63.5% 914 652 71.3%

40～44歳 190,248 128,271 67.4% 970 769 79.3%

45～49歳 166,991 116,290 69.6% 892 707 79.3%

50～54歳 156,089 107,813 69.1% 904 719 79.5%

55～59歳 158,319 99,475 62.8% 974 705 72.4%

60～64歳 184,257 86,582 47.0% 1,231 669 54.3%

65歳以上 764,402 109,236 14.3% 4,811 851 17.7%

福岡県 筑前町



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 計画の基本的な考え方
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１．基本理念 

本町ではこれまで地域全体で子育てに取り組み、心身ともに健やかな子どもに育つよう

支援するとともに、次世代を担う子どもを育成するため、子どもの人権を尊重し、一人ひ

とりの生きる力を育むための取り組みを行ってきました。 

そして、子ども・子育て支援事業計画では、すべての子どもや子育て家庭を対象に一人

ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障し、「子どもの最善の利益」が実現されるまち

づくりを進めることが求められています。 

第１期計画では、これらを鑑み『みつめよう 子どもの心 親の声 未来へつなぐ 町

づくり』を基本理念として定めましたが、第２期計画でもこの基本理念を継承し、引き続

き、地域全体で子どもを見守る体制づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

２．基本的視点 

（１）子どもが健やかに成長することができるという視点 

健やかな子どもの育成には、子どもを大切にし、子ども自らが大切にされていることを

感じられる環境が必要です。そのためには、子育てをする親だけではなく、周りのすべて

の人々から愛され、大切にされる社会でなくてはなりません。 

「子どもの権利条約」の理念に基づき、すべての子どもの人権が尊重されるとともに、

子どもの最善の利益が実現されるまちづくりを目指します。 

 

（２）子育てや子どもの成長に喜びを感じることができるという視点 

核家族化や共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化、兄弟姉妹の数の減少など、子

育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が変化している中で、子育てに対する負担や不安を

和らげるために、子育て家庭が必要に応じて適切なサービスを利用し、安心して子育てが

できるよう、サービスの量的拡充や質的改善を図ります。また、親が自主性を発揮し、親自

身が子育ての大切さを認識し、子育てに楽しさと喜びを感じ、安心して子育てができるま

ちを目指します。 

 

（３）社会全体で子育て家庭を支援するという視点 

子どもは、親や家庭・学校・地域など社会との関わりの中で育ちます。地域社会は、子ど

もの成長の過程で重要な生活の基盤です。社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、

子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、子どもたちを見

守り、子育てを支援する地域社会が求められています。 

地域でのふれあい・助け合いに基づく子育て支援を推進し、子どもが心身ともに健やか

に成長できるまちづくりを目指します。  

     みつめよう 子どもの心 親の声 未来へつなぐ 町づくり 
基本 

理念 
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３．基本目標 

 

 

地域における子育て支援サービスの充実、保育サービスの充実、子育て支援ネットワー

クづくり、子どもの健全育成、地域の高齢者の参画を得た世代間交流の推進。 

 

 

妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実、学童期思春期から成人期に向け

た保健対策の充実、「食育」の推進、子どもの健やかな成長を見守る地域づくり、小児医療

の充実。 

 

 

子どもの権利擁護、次代の親の育成、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境

等の整備、家庭や地域の教育力の向上、子どもを取り巻く有害環境対策の推進。 

 

 

良好な住宅・居住環境の確保、安全な道路交通環境の整備、安心して外出できる環境の

整備、安全・安心まちづくりの推進等。 

 

 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し、仕事と子育ての両立の推進、結婚・

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進。 

 

 

子どもの交通安全を確保するための活動の推進、子どもを犯罪等の被害から守るための

活動の推進、被害に遭った子どもの保護の推進。 

 

 

児童虐待防止対策の充実、母子・父子家庭等の自立支援の推進、経済的支援の充実、障が

いや発達に遅れのある子どもへの支援の充実。 

 

 

基本目標１ 地域における子育て支援 

基本目標２ 健やかに生み育てる環境づくりの推進 

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

基本目標６ 子ども等の安全の確保 

基本目標７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 幼児期の教育・保育、地域 
子ども・子育て支援事業に係る
量の見込みと確保の方策 
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第４章 幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援   

事業に係る量の見込みと確保の方策 
 

１．教育・保育提供区域の設定 

本町における教育・保育の提供区域は、広域的に圏域を捉え、１圏域に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．幼児期の教育・保育に係る量の見込みと確保の方策 

（１）教育・保育施設（１～３号認定） 

 

 

・就学前児童に対して、主に幼稚園や認定こども園、認可保育所等で教育・保育を行う事業で

あり、子ども・子育て支援新制度においては、１～３号の認定に基づく給付となっていま

す。 

・量の見込みと確保の内容は、１～３号の認定ごとに、さらに２号認定は教育ニーズの有無

で、３号認定は０歳と１・２歳にそれぞれ区分して整理することとされています。 

・本町には、令和元年度時点で私立保育所は４園、公立保育所が１か所、私立幼稚園が４園、

届出保育施設が４か所あります。認定こども園はありません。 

 

認定区分  給付の内容 教育・保育施設 

１号認定 
満３歳以上の就学前児童で２号認定以

外のもの 
教育標準時間利用 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の就学前児童で、保護者の労

働または疾病その他の内閣府令で定め

る事由により必要な保育をうけること

が困難であるもの 

保育標準時間利用 

（保育短時間利用） 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

満３歳未満の就学前児童で、保護者の労

働または疾病その他の内閣府令で定め

る事由により必要な保育をうけること

が困難であるもの 

保育標準時間利用 

（保育短時間利用） 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 
 

  

【圏域設定に対する国の考え方】 

○地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める。 

○小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居

宅から容易に移動することが可能な区域を定める。 

○地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえる。 

○教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本と

なる。 

○教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、

実態に応じて区分または事業ごとに設定することができる。 

【事業内容】 
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①１号認定 

３～５歳児（保育の必要性はなく、教育ニーズが高い認定区分） 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 432 人 331 人 334 人 338 人 341 人 344 人

②確保の内容 450 人 450 人 450 人 450 人 450 人 450 人

 

特定教育・ 

保育施設 
0 人 0 人 0 人 0人 0人 0 人

確認を受けな 

い幼稚園 
450 人 450 人 450 人 450 人 450 人 450 人

過不足（②－①） 18 人 119 人 116 人 112 人 109 人 106 人

量の確保方策 
本町には子ども・子育て支援法に基づく新制度に移行していない幼稚園が４園あ

り、この定員を含めてニーズ量を見込みます。 

 

②２号認定 

３～５歳児（保育の必要性があり、ただし幼児期の教育ニーズが強いものを含む。） 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 398 人 525 人 530 人 535 人 541 人 546 人

 教育ニーズ - 120 人 121 人 122 人 124 人 125 人

保育ニーズ - 405 人 409 人 413 人 417 人 421 人

②確保の内容 400 人 400 人 400 人 400 人 400 人 546 人

過不足（②－①） 2 人 ▲125 人 ▲130 人 ▲135 人 ▲141 人 0 人

量の確保方策 

令和２年度から、ニーズが供給量を超過することが予測されますが、認可保育

所の新設や既存施設の建替え、増築、改築による定員増を検討し、計画最終年

度にはニーズ量を充足するよう見込みます。 
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③３号認定 

０歳児（保育の必要性あり） 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 47 人 101 人 102 人 103 人 104 人 105 人

②確保の内容 57 人 57 人 57 人 57 人 57 人 105 人

過不足（②－①） 10 人 ▲44 人 ▲45 人 ▲46 人 ▲47 人 0 人

量の確保方策 

令和２年度から、ニーズが供給量を超過することが予測されますが、認可保育所

の新設や既存施設の建替え、増築、改築による定員増を検討し、計画最終年度に

はニーズ量を充足するよう見込みます。 

 

１～２歳児（保育の必要性あり） 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 241 人 266 人 268 人 271 人 274 人 277 人

②確保の内容 259 人 259 人 259 人 259 人 259 人 277 人

過不足（②－①） 18 人 ▲7人 ▲9人 ▲12 人 ▲15 人 0 人

量の確保方策 

令和２年度から、ニーズが供給量を超過することが予測されますが、認可保育所

の新設や既存施設の建替え、増築、改築による定員増を検討し、計画最終年度に

はニーズ量を充足するよう見込みます。 
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３．地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと確保の方策 

（１）時間外保育事業（延長保育事業） 

 

 

・保護者の就労形態の変化等に伴う保育ニーズの多様化への対応のため、認可保育所におい

て通常の保育時間を延長して保育を行う事業です。 

・令和元年度現在、全５保育所にて実施しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 375 人 479 人 480 人 472 人 454 人 448 人

②確保の内容 480 人 480 人 480 人 480 人 480 人 480 人

過不足（②－①） 105 人 1 人 0 人 8人 26 人 32 人

量の確保方策 
今後も現行どおり実施し、計画期間内のニーズ量は充足するものと見込んでいま

す。 

 

（２）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

 

 

・保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校児童を対象に、授業終了後に適切な遊び

及び生活の場を提供し、健全な育成を図ります。 

・本事業は、町から社会福祉協議会に委託しており、令和元年度現在 3 か所で実施していま

す。ニーズの高まりにより、三輪小学校は平成 28 年度より第 2 学童を開設し、中牟田小

学校も令和２年度より第 2 学童を開設します。東小田小学校についても施設整備と支援員

の確保をすすめ、第２学童開設を目指します。 

・児童福祉法の改正により、平成 27 年度から、受け入れ対象児童が小学校 6 年生までに拡

大されています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 232 人 249 人 243 人 248 人 259 人 250 人

②確保の内容 250 人 250 人 250 人 250 人 260 人 260 人

過不足（②－①） 18 人 1 人 7 人 2人 1人 10 人

量の確保方策 
今後も現行どおり実施し、令和５年度からは登録児童数 260人に対応することで、

計画期間内のニーズ量を充足するよう見込みます。 

  

【事業内容】 

【事業内容】 
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【放課後子ども教室について】 

共働き家庭等の児童が小学生になる時点で、それまでの延長保育など遅い時間での保育サ

ービスを受けることができなくなり、働き方の見直しを余儀なくされる「小１の壁」に対応

するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての児童（小学校に就学している児童

をいう）が、放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動等を行うことができるよう、

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）との一体型を中心とした、「放課後子ども教

室」（地域住民等の参画を得て、放課後等にすべての児童を対象として学習や体験・交流活

動などを行う）の実施について、検討を行っていきます。 

 

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 

 

・保護者の疾病等の理由により子どもの養育が困難になった場合に、一定期間（一週間程度）

児童福祉施設等において児童を預かる事業です。 

・児童福祉施設との委託契約は継続していますが、令和元年度の見込みでは、利用者は 0 と

なっています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 0 人日 0 人日 0人日 0人日 0人日 0 人日

②確保の内容 2 人日 2 人日 2人日 2人日 2人日 2 人日

過不足（②－①） 2 人日 2 人日 2人日 2人日 2人日 2 人日

量の確保方策 

実績から勘案すると、見込み量は計画期間内を通して０人となっていますが、養

育困難者は増加していることから、今後の利用者の発生に備え、現行のとおり実

施していきます。 

 

  

【事業内容】 
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（４）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

 

 

・親子が気軽に集い、遊びや交流ができる場を提供し、保育士が常駐して子育て相談など総合

的な支援を行います。 

・令和元年度現在、２か所で実施しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 7,456 人回 8,600 人回 8,616 人回 8,466 人回 8,140 人回 8,049 人回

②確保の内容 7,456 人回 8,600 人回 8,616 人回 8,466 人回 8,140 人回 8,049 人回

過不足（②－①） 0 人回 0 人回 0人回 0人回 0人回 0 人回

量の確保方策 
今後も現行どおり実施し、計画期間内のニーズ量は充足するものと見込んでいま
す。 

 

（５）一時預かり事業 

 

 

・普段、家庭において就学前児童を保育している保護者の病気時の対応や育児疲れ解消等を

目的に一時的に保育を行います。 

・量の見込みは、「一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり［預かり

保育］）」と「一時預かり事業（その他）」に分けて算出することとされています。 

 

  

【事業内容】 

【事業内容】 
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１）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり［預かり保育］） 

 

 

・幼稚園在園児を対象とした一時預かり事業です。 

・預かり保育は、令和元年度現在、幼稚園全 4 園で実施しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 9,127 人日 9,715 人日 9,794 人日 9,604 人日 9,090 人日 9,046 人日

 １号認定による

利用 
- 2,201 人日 2,219 人日 2,176 人日 2,060 人日 2,050 人日

 ２号認定による

利用 
- 7,514 人日 7,575 人日 7,428 人日 7,030 人日 6,996 人日

②確保の内容 9,400 人日 9,400 人日 9,400 人日 9,400 人日 9,400 人日 9,400 人日

過不足（②－①） 273 人日 ▲315 人日 ▲394 人日 ▲204 人日 310 人日 354 人日

量の確保方策 

今後も現行どおり実施します。 

令和２年度から令和４年度にかけて、ニーズ量の増加に伴い供給量を超過するこ

とが予測されますが、その後令和５年以降はニーズ量を充足するものと見込んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業内容】 
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２）一時預かり事業（その他） 

 

 

・就学前児童全般を対象とした保育所等での一時預かり、子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター）での一時預かり、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）な

どによる一時預かり事業です。 

・保育所での一時預かりは、令和元年度現在、保育所 4 園、ファミリー・サポート・センタ

ー1 か所で実施しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 726 人日 784 人日 786 人日 772 人日 742 人日 734 人日

②確保の内容 726 人日 784 人日 786 人日 772 人日 742 人日 734 人日

 一時預かり事業 
（在園児対象型を除

く） 

627 人日 684 人日 686 人日 672 人日 642 人日 634 人日

 子育て援助活動支

援事業（ファミリ

ー・サポート・セン

ター） 

99 人日 100 人日 100 人日 100 人日 100 人日 100 人日

 子育て短期支援事

業（トワイライト

ステイ） 
0 人日 0人日 0人日 0人日 0 人日 0人日

過不足（②－①） 0 人日 0人日 0人日 0人日 0 人日 0人日

量の確保方策 

今後も現行どおり実施し、計画期間内のニーズ量は充足するものと見込んでい

ますが、保育士の不足により事業の縮小が加速化する可能性があります。保育士

の確保について支援していきます。 

  

【事業内容】 



第４章 幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと確保の方策 

27 

 

（６）病児・病後児保育事業 

 

 

・保護者の就労等の理由により、子どもが病気の際、自宅での保育が困難な場合に、保育所、

病院等において保育する事業です。 

・本町では、令和元年度現在、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

で対応しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 0 人日 73 人日 73 人日 72 人日 69 人日 68 人日

②確保の内容 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 70 人日

過不足（②－①） 20 人日 ▲53 人日 ▲53 人日 ▲52 人日 ▲49 人日 2 人日

量の確保方策 

計画期間内の見込みは近年の実績を大きく上回っていますので、実際の利用状況

をみながら、現状のファミリー・サポート・センターでの対応を行います。 

また県内で施設の広域利用について検討が行われており、県を含めた協力機関と

の協議を行っていきます。 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）［就学児］ 

 

 

・急な残業が入った時や通院など子どもと一緒に行動できない時などの一時預かりや保育所、

幼稚園、学童の送迎や家事援助などを行います。 

・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）の量の見込みについては、就

学前児童（0～5 歳）分は、前述の「一時預かり事業」として見込み、就学児（6～11 歳）

分は別途見込むこととされていることから、ここでは「就学児分」を整理しています。 

・本町では、子育て支援センター「あいあい」にファミリーサポートアドバイザーを配置し、

支援者と援助希望者とのマッチングを行っています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 36 人日 56 人日 56 人日 56 人日 58 人日 58 人日

②確保の内容 60 人日 60 人日 60 人日 60 人日 60 人日 60 人日

過不足（②－①） 24 人日 4 人日 4人日 4人日 2人日 2 人日

量の確保方策 
今後も現行どおり実施し、計画期間内のニーズ量は充足するものと見込んでいま

す。 

  

【事業内容】 

【事業内容】 
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（８）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

 

・保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設事業者等に対して保護者が支払

うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への

参加に要する費用等を助成する事業です。 

・令和元年度より、事業を実施しています。 

 

（９）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

 

・特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事業です。 

・第２期計画期間より、事業の実施を検討しています。 

 

（10）利用者支援事業 

 

 

・子どもや保護者が特定教育・保育施設や地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）等

の子育てサービスの中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で情報

提供や相談対応等の支援を行う事業です。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 1 箇所 1 箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1 箇所

②確保の内容 1 箇所 1 箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1 箇所

過不足（②－①） 0 箇所 0 箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0 箇所

量の確保方策 
子育て支援に対する、総合的な相談及び案内を行う利用者支援実施のための専門

的な相談員を、子育て支援センター内に配置しています。 

 

 

 

 

  

【事業内容】 

【事業内容】 

【事業内容】 
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（11）妊婦一般健康診査 

 

 

・本町に住所を有する妊婦を対象に、妊婦健康診査補助券を交付し、母子の妊娠経過などの確

認のため、受診について勧奨しています。 

・妊娠期間中 14 回分の健診費用の助成を行い、妊婦健診の受診を促進しています。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 2,600 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回

②確保の内容 2,600 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回 2,550 人回

過不足（②－①） 0 人回 0 人回 0人回 0人回 0人回 0 人回

量の確保方策 現行どおり実施していきます。 

 

（12）乳児家庭全戸訪問事業 

 

 

・生後 4 か月頃までの乳児のいる全家庭に対し、助産師や保健師が訪問し、赤ちゃんの計測・

母乳相談・育児相談・子育て情報の提供を行います。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 226 人 226 人 233 人 236 人 241 人 245 人

②確保の内容 226 人 226 人 233 人 236 人 241 人 245 人

過不足（②－①） 0 人 0 人 0 人 0人 0人 0 人

量の確保方策 現行どおり実施していきます。 

 

  

【事業内容】 

【事業内容】 
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（13）養育支援家庭訪問事業 

 

 

・子どもの養育に支援を必要と判断した家庭に対し、育児・家事の援助または専門員による育

児に対する相談指導や技術的援助を行います。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 

令 和 

元年度 

（実績） 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

①量の見込み 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人

②確保の内容 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人

過不足（②－①） 0 人 0 人 0 人 0人 0人 0 人

量の確保方策 現行どおり実施していきます。 

 

 

４．事業の推進に向けて 

 

（１）幼児期の教育・保育の一体的提供等の推進策 

○認定こども園の普及に係る考え方 

 

 

 

 

 

 

○質の高い教育・保育や子育て支援等の推進策 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業内容】 

・現在、本町には認定こども園はなく、幼稚園や保育所と比べ関心は高くない状況です。 

・認定こども園は保護者の就労状況等の変化にかかわらず、子どもを受け入れることが可能

であるという点から普及が必要であると考えます。 

・幼稚園設置者、保育所設置者に対し、認定こども園に関する情報提供を適宜行うことで、移

行を支援します。 

地域で子どもを安心して生み、育てることができる環境づくりを進め、地域全体で子育

てに取り組み、心身ともに健やかな子どもに育つよう支援していくことが必要です。また、

次世代を担う子どもたちのため、子どもの人権を尊重し、一人ひとりの生きる力を育み、そ

の成長を地域で支え合っていくことが求められています。そのため、本町における教育・保

育に従事する人材の質の向上に向け、研修や講座等への参加に対する支援や、様々な情報

提供を行っていきます。 
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○幼保小連携の取り組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化における「子育てのための施設等利用給付制

度」において、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便

性を勘案しつつ、円滑な実施の確保に取り組んでいきます。 

 

（３）子どもの貧困対策 

子ども・子育て支援事業の推進にあたっては、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の趣

旨に基づき、すべての子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を

図るため、子どもの貧困への対策も視野に入れながら取り組んでいきます。 

 

（４）すべての子どもを受け入れることができる体制の整備 

障がいを持つ児童や、医療的ケアが必要な児童が支援を受けることができるよう「筑前町障が

い福祉計画及び障がい児福祉計画」に定める取り組みと連携しながら、体制の整備を進めていき

ます。 

また、国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、

両親が国際結婚の幼児など外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、支援が必要な

事案が発生した場合には、円滑な教育・保育等の利用ができるよう、適切な対応に努めていきま

す。 

 

・幼保小連絡会を行い、共働き家庭等の児童が小学生になる時点で、それまでの延長保育な

ど遅い時間での保育サービスを受けることができなくなり、働き方の見直しを余儀なくさ

れる「小１の壁」への対応を含め、機会を捉え、幼稚園・保育所・小学校で連携し対応して

いきます。 

・入学説明会の時に上級生が一緒に学校探検をするなど、安心して入学できる取り組み等を

継続して実施します。 

・小学校教諭が幼稚園・保育所を訪問して行う「えんぴつ持ち方教室」等を継続して実施しま

す。 
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第５章 子育て支援のための取り組み 

計画の体系図（全体） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 基本目標２ 

健やかに生み育てる環境 

づくりの推進 

（２）学童期思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

（３）「食育」の推進 

（４）子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 

（５）小児医療の充実 

基本目標５ 

職業生活と家庭生活との両

立の推進 

（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

（２）仕事と子育ての両立の推進 

（３）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 

基本目標１ 

地域における子育て支援 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

（２）保育サービスの充実 

（３）子育て支援ネットワークづくり 

（４）子どもの健全育成 

（５）地域の高齢者の参画を得た世代間交流の推進 

基本目標３ 

子どもの心身の健やかな成

長に資する教育環境の整備 

（１）子どもの権利擁護 

（２）次代の親の育成 

（３）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

（４）家庭や地域の教育力の向上 

（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

（１）良好な住宅・居住環境の確保 基本目標４ 

子育てを支援する生活環境

の整備 

（２）安全な道路交通環境の整備 

（３）安心して外出できる環境の整備 

（４）安全・安心まちづくりの推進等 

基本目標７ 

要保護児童への対応など 

きめ細かな取り組みの推進 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）母子・父子家庭等の自立支援の推進 

（３）経済的支援の充実 

（４）障がいや発達に遅れのある子どもへの支援の充実 

基本目標６ 

子ども等の安全の確保 

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

（３）被害に遭った子どもの保護の推進 
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■主要課題（１）地域における子育て支援サービスの充実 

保護者の就労形態等の変化に伴い、多様化する子育て支援ニーズに対応する観点から、子ど

も・子育て支援事業計画に基づき、地域における様々な子育て支援サービスを充実させていく

ことが必要です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

1 

地域子育て支援拠点

事業（子育て支援セン

ター） 
 

親子が気軽に集い、遊びや

交流ができる場を提供し、

子育て相談など総合的な

支援を行います。 

遊びの場や交流の場を提

供し、情報提供や相談など

の支援を行っています。今

後もこれらを継続して実

施し、総合的な支援を行い

ます。 

子育て支援

センター 

2 

一時預かり事業 
 

普段、家庭において就学前

児童を保育している保護

者の病気時の対応や育児

疲れ解消等を目的に一時

的に保育を行います。 

現在、町内の認可保育所で

受け入れを行っています。

家庭にて保育をしている

保護者の負担軽減に資す

るため、今後も継続して実

施します。 

こども課 

3 

病児・病後児保育事業 保護者の就労等の理由に

より、子どもが病気の際、

自宅での保育が困難な場

合に、保育所、病院等にお

いて保育する事業です。 

病後児サポート事業によ

り受け入れを実施してい

ますが、現在利用の実績は

ありません。今後は病後児

のニーズを踏まえ、近隣の

施設との連携も視野に入

れます。 

子育て支援

センター 

4 

子育て短期支援事業

（ショートステイ・ト

ワイライトステイ） 

保護者などが仕事などに

より夜間または休日に不

在となった場合や疾病・疲

労などにより児童の養育

が困難となった場合、適切

な施設において児童の養

育・保護を行います。 

児童養護施設との協議確

認を継続して行い、必要が

生じたときの受け入れ体

制を整備します。 こども課 

 

  

地域における子育て支援 基本目標１ 

基本目標１ 

地域における子育て支援 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

（２）保育サービスの充実 

（３）子育て支援ネットワークづくり 

（４）子どもの健全育成 

（５）地域の高齢者の参画を得た世代間交流の推進 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

5 

養育支援家庭訪問事

業 
子どもの養育に支援が必

要と判断した家庭に対し、

専門員による育児に対す

る相談指導や技術的援助

を行います。 

支援が必要な家庭の早期

把握に努め、関係機関と情

報を共有し、家庭訪問や必

要な支援につなげるなど

対応を進めます。 

健康課 

6 

子育て援助活動支援

事業（ファミリー・サ

ポート・センター） 

急な残業が入った時や通

院など子どもと一緒に行

動できない時などの一時

預かりや保育所、幼稚園、

学童の送迎や家事援助な

どを行います。 

会員確保のため、事前周知

に努め、講習会を継続的に

開催していきます。 子育て支援

センター 

7 

放課後児童健全育成

事業（学童保育） 
保護者が就労などにより

昼間家庭にいない小学校

児童を対象に、授業終了後

に適切な遊び及び生活の

場を提供し、健全な育成を

図ります。 

町内３カ所の学童保育所

において受け入れを行っ

ています。入所希望者増に

対する受け入れ施設の確

保や支援員の確保が課題

となっているため、施設整

備の検討や支援員募集の

周知等を行っていきます。 

こども課 

8 

子育て支援情報提供 子育てに関する情報を提

供しています。 
・子育て情報誌「すくすく」

・子育て支援プログラム 
・事業案内（赤ちゃん広場、

親子クッキングなど） 

今後も継続し、情報提供を

行います。 
子育て支援

センター 

9 

子育てサークルの育

成・支援 
子育てサークルの育成を

図るとともに、サークル活

動への遊具の貸し出し、活

動の場の提供などの支援

を行います。 

活動の場の提供や、要望に

応じて出前講座を実施、ま

た遊具の貸し出しを行っ

ています。今後も必要に応

じ、遊具の貸し出し等を行

っていきます。 

子育て支援

センター 
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■主要課題（２）保育サービスの充実 

少子化が進行する一方で、保育・教育に関わるニーズ量は年々増加しており、子ども・子育

て支援事業に基づく、教育・保育事業の需要量見込みに対応する供給量を確保していくことが

必要となります。また近年は、保育・教育に関わる人材の確保が厳しい状況にあることから、

人材の確保と質の向上も課題となっています。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

10 

通常保育事業 保護者の就労などにより

家庭で保育できない就学

前児童を対象に、認可保育

所において保育を行いま

す。 

町内の認可保育所で受け

入れを実施し、各保育所の

協力を得ながら弾力的運

用により、定員を超えて受

け入れを行っています。今

後も入所希望者の増加が

見込まれるため、施設整備

や更なる定員増の依頼な

どを検討します。 

こども課 

11 

時間外保育事業（延長

保育事業） 
保護者の就労形態の変化

等に伴う保育ニーズの多

様化への対応のため、認可

保育所において通常の保

育時間を延長して保育を

行う事業です。 

町内の認可保育所におい

て、延長保育を行っていま

す。保育ニーズへの対応の

ため、今後も継続して実施

します。 

こども課 

12 

障がい児保育事業 集団保育が可能な障がい

児の保育を行います。ま

た、必要に応じて保育士の

加配も行います。 

集団保育が可能な障がい

児の保育を行うにあたり、

必要に応じて加配保育士

を配置しています。また、

私立保育所においては、町

から一部補助を実施して

います。年々障がい児の入

所は増えており、今後も継

続して実施できるよう加

配保育士の確保を依頼し

ていきます。 
また、より配慮が必要な医

療的ケア児の保育につい

ても、関係機関や保護者と

連携し、受け入れ体制の支

援を行います。 

こども課 

13 

広域入所 保護者の就労環境などを

踏まえ、受託先市町村の同

意があった場合、町外の保

育所に委託し入所を行い

ます。 

受託先市町村等と協議し、

町外の施設において受け

入れを行っています。今後

も、継続的に実施していき

ます。 

こども課 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

14 

認定こども園の推進 就学前の子どもに幼児教

育・保育を保護者の就労の

有無に関わらず一体的に

提供するとともに、地域に

おける子育て支援を行う

機能を備える認定こども

園の設置を推進します。 

本計画の支援事業計画量

との整合性を図りながら、

引き続き設置に向けた検

討を行います。 こども課 

15 

家庭支援推進保育事

業 
家庭環境に対する配慮な

どを行うことにより、入所

児童の処遇の向上を図り

ます。 

子どもの状況を考慮し、支

援を必要とする世帯に対

し、継続的に対応を行いま

す。 

こども課 

16 

保育所情報の提供 保育方針や保育内容、保育

時間、行事などについて窓

口またはホームページな

どで情報提供をします。 

今後も、継続して実施しま

す。 
こども課 

17 

保育の質の向上 保育の質の向上を図るた

め、保育士の専門性、人材

の安定的な確保を目指し、

県主催の講習会や民間の

専門機関が行う個別保育

研修への参加を推進しま

す。 

今後も、保育所等に県主催

講習や民間専門機関が行

う研修の情報を随時提供

し、研修会等への参加を推

進します。 
こども課 

 

 

■主要課題（３）子育て支援ネットワークづくり 

 少子高齢化が進行し、地域における様々な活動が縮小する傾向がみられる中、核家族化等に

より孤立する子育て家庭が問題となっており、子育ては地域全体で行うものとする視点から、

地域ぐるみで子育て家庭を支援するネットワークの形成が重要となります。 

よって今後は、様々な地域資源が連携しながら、子育てを支えるための連携を進めていく必

要があります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

18 

子育て支援サービス

ネットワークの形成 
保育所、担当課、その他関

係する部署の連携により、

人的資源の確保・育成によ

りネットワークの形成に

努めます。 

地域の子育て支援サービ

ス等の周知を図り、円滑な

サービス利用のため関係

施設や担当部署などと連

携し、情報収集、利用者へ

の情報提供を行います。 

子育て支援

センター 

19 

子育て支援スタッフ

の連携 
育児や子育て環境に不安

のある家庭に対し、子育て

支援スタッフ連携会議を

開催し、早期支援を行いま

す。 

毎月子育て支援連絡会議

を実施。情報共有を行い、

関係機関と連携をとり、対

応しています。今後も、支

援スタッフや担当課等と

連携し、対応していきま

す。 

子育て支援

センター 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

 

子育て支援情報提供 
【再掲】 

子育てに関する情報を提

供しています。 
・子育て情報誌「すくすく」

・子育て支援プログラム 
・事業案内（赤ちゃん広場、

親子クッキングなど） 

今後も継続し、情報提供を

行います。 
子育て支援

センター 

20 

地域における人材育

成 
子ども・子育て支援新制度

の下で子育て支援の充実

のため、人材の確保が必要

であり、高齢者や育児経験

豊かな主婦、その他の地域

人材を中心とした養成と

効果的な活用を行います。

子育て講習会の充実を図

ります。 

子育て支援

センター 

21 

教育・保育施設の園庭

の開放 
幼稚園や保育所において、

定期的に園庭を開放し、在

宅で子育てを行っている

保護者とその子どもが交

流できるように、幼稚園・

保育所の園庭開放を推進

します。 

町内の認可保育所におい

て園庭開放を実施してお

り、在宅保育の保護者及び

子どもの交流の場として、

今後も継続して実施しま

す。 
幼稚園では、園の自主性に

より、ほとんどの園で園庭

開放が行われています。 

こども課 
教育課 

22 

相談活動の推進 学校や地域の連携はもと

より民生委員・児童委員、

家庭児童相談員等との連

携を強化しながら、地域で

の相談活動の推進に努め

ます。 

引き続き児童委員、相談支

援事業所等と連携を強化

し、相談活動を行います。 
福祉課 

 

 

■主要課題（４）子どもの健全育成 

  少子化の進行は、同世代の友人との遊びや交流を通じた人間関係の構築の機会を減少させる

などの懸念があります。一方で、児童の社会性の発達や規範意識の形成に向けては、こうした

交流や活動が不可欠であり、その活動の場として、地域において児童が自主的に参加し、自由

に遊べ、安全に過ごすことのできる居場所づくりが課題となります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

23 

自治公民館等の開放促

進 
地域の子どもたちが歩いて

行ける、自転車で行ける距

離にある自治公民館など

で、子どもの居場所づくり

を促進します。 

自治公民館を定期的・日常

的に開放する、「子ども広場

づくり等」の事業周知を行

うとともに、自治公民館を

活用した通学合宿事業を継

続していくことで自治公民

館の開放促進を図ります。 

生涯学習課
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

24 

アフタースクール事業 小・中学校の放課後の空き

教室を利用し、学校・地域・

関係諸団体等が連携し、学

習支援や体験活動を行いま

す。 

学校ごとに、放課後の空き

教室を活用し、地域ボラン

ティアや学校、関係諸団体

等が連携して、学びの場や

体験の場を作ることで、児

童・生徒の学力向上と居場

所づくりに寄与し、次世代

を担う人材育成を行いま

す。 

教育課 
生涯学習課

25 

アンビシャス広場づく

り事業支援 
地域の自治公民館などを利

用して、子どもの居場所を

提供します。 

町の「自治公民館子ども広

場づくり等推進事業」、県の

「アンビシャス広場づくり

事業」の制度周知を図ると

ともに、子どもの居場所づ

くりを支援していきます。 

生涯学習課

26 

こども未来センターで

の自主的活動の場の提

供 

こども未来センターに子ど

もの居場所「ミラクルーム」

を設置し、自主的活動の場

を提供します。 

居場所及び気持ちのより処

としてミラクルームを提供

し、利用者と会話や卓球等

の交流を通じ、関係づくり

をしながら、相談支援を行

っています。今後も教育支

援センターやスクールソー

シャルワーカー等と連携を

図りながら、来室する子ど

もや保護者に寄り添った支

援を行います。 

こども未来

センター 
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■主要課題（５）地域の高齢者の参画を得た世代間交流の推進 

 地域ぐるみでの子育ての推進にあたっては、広い知識と経験を有する地域の高齢者の参加を

得ることが不可欠です。 

本町では、保育所や幼稚園、認定こども園が、それぞれ独自の取り組みの中で、高齢者等の

異世代との交流活動を行っています。今後は、シニアクラブなどをはじめとする地域の高齢者

との地域文化や遊びの伝承を通じたふれあいを通し、高齢者の子育て支援への参画を進めてい

きます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

27 

保育所、幼稚園での世

代間交流の推進 
シニアクラブ、ひとり暮ら

しの高齢者を招いての交流

や老人保健施設を訪問する

等の交流を推進します。 

保育所では、シニアクラブ

との交流、老人施設への訪

問やいきいきサロンを通じ

て交流を行っています。今

後もこれらを継続し、また 
めくばり館を活用した世代

間交流など、事業内容を工

夫しながら継続して実施し

ていきます。 
幼稚園では、園の自主性に

より、施設訪問等を実施し

ています。 

こども課 
教育課 

28 

子育て支援事業への高

齢者の参画推進 
高齢者の知識や技術を生か

し、子育て支援事業への補

助的参画を図ります。 

ファミリー・サポート会員

にイベントや講習会時の託

児を行っています。今後も

ファミリー・サポート会員

又は一般住民に対し、広報

により広く啓発を図りま

す。 

子育て支援

センター 

 

アンビシャス広場づく

り事業支援 
【再掲】 

地域の自治公民館などを利

用して、子どもの居場所を

提供します。 

町の「自治公民館子ども広

場づくり等推進事業」、県の

「アンビシャス広場づくり

事業」の制度周知を図ると

ともに、子どもの居場所づ

くりを支援していきます。 

生涯学習課
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■主要課題（１）妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 

 妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診

等母子保健に係る事業の充実が必要です。特に、近年問題となっている、虐待等の原因にもつ

ながる親の育児不安の解消を図るため、乳幼児健診の場を活用し、親への相談指導等を推進す

るとともに、児童虐待の発生予防の観点を含め、妊娠期から切れ目のない、継続した支援体制

の整備を図ることが必要です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

29 

予防接種 予防接種法に基づき、定期

接種を実施し、乳幼児期か

らの感染を予防します。 

予防接種法に基づき、定期

接種を実施しており、乳幼

児健診・就学前健診時、広

報紙、町ホームページなど

で接種勧奨を行っていま

す。今後も乳幼児健診・就

学前健診時の保健指導、広

報紙や個別通知等での接

種勧奨や、医療機関と連携

し、予防接種への理解を深

め、接種率の向上に努めま

す。 

健康課 

30 

乳幼児健診 母子保健法に基づき、発

育・発達の確認と疾病や発

達障がい、虐待の可能性の

早期発見に努め、必要な場

合は専門機関へ紹介しま

す。 

発達の遅れが気になるケ

ースについては、専門機関

の受診や発達相談、ことば

の教室等の利用を勧めた

り、関係機関と連携して支

援を行っています。今後も

乳幼児健診での発育・発達

の確認と疾病や発達障が

い、虐待の可能性の早期発

見に努め、必要な場合は専

門機関につなげるよう関

係機関と連携して支援を

行います。 

健康課 

 

  

健やかに生み育てる環境づくりの推進 基本目標２ 

（１）妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 基本目標２ 

健やかに生み育てる環境 

づくりの推進 

（２）学童期思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

（３）「食育」の推進 

（４）子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 

（５）小児医療の充実 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

31 

乳児家庭全戸訪問 生後４か月頃までの乳児

のいる全家庭に対し、助産

師や保健師が訪問し、赤ち

ゃんの計測・母乳相談・育

児相談・子育て情報の提供

を行います。 

生後４か月頃までの乳児

のいる全家庭に対し、助産

師、保健師が訪問し、赤ち

ゃんの計測・母乳相談・育

児相談・子育て情報の提供

を行います。 

健康課 

32 

育児・栄養相談 妊娠・出産・育児に関する

基本的知識の普及と育児

不安の軽減のため、個別の

相談に対応します。 

健診や訪問時、母子健康手

帳交付時に相談の利用を

勧め、情報提供や育児不安

に対する支援に努めます。 

健康課 

33 

療育相談 心身の発達に不安のある

児童や保護者の療育相談

を行うとともに、必要な場

合は専門機関へ紹介しま

す。また、集団活動を体験

できる親子教室を実施し、

発達を促す関わり方を伝

えたり、療育の必要性を見

極めて適切な支援につな

げます。 

発達相談や、臨床心理士に

よる個別相談、保育所への

巡回相談、集団活動を体験

できる親子教室を行って

います。 
発達の遅れが気になるケ

ースについては、専門機関

の受診やことばの教室等

の利用を勧め、早期に必要

な支援につながるよう、関

係機関と連携して対応し

ます。 

健康課 

34 

事故防止対策 子どもの事故防止につい

て、乳幼児健診時にパンフ

レットなどを配付して注

意を呼びかけます。 

子どもの事故防止につい

て、乳幼児健診時に子ども

の発達や季節に応じた事

故防止パンフレットを配

布して注意を呼びかけま

す。 

健康課 

35 

母子健康手帳交付 母子保健法に基づき妊婦

に対し、妊娠・出産・育児

に関する一貫した記録と

その情報の活用により、健

康で安全な出産・育児のた

め、母子健康手帳を交付し

ます。 

母子手帳交付時に、妊婦健

康診査の受診勧奨を行い

ます。母子健康手帳配布時

は専門職が対応し、妊娠・

出産・育児について保健指

導を行います。 

健康課 

36 

妊婦健康診査 母子保健法により、妊娠中

の疾病や異常の早期発見

と妊娠期の健康管理のた

め、健康診査費用の助成を

行います。 

母子手帳交付時に、妊婦健

康診査の受診勧奨を行っ

ています。今後も母子健康

手帳交付時や転入時の妊

婦健診補助券差し替え手

続き時に、妊婦健康診査の

受診勧奨を行います。 

健康課 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

37 

妊産婦訪問指導 妊娠後期に保健師が電話

や訪問を行い、出産に向け

ての情報提供や健康管理

のアドバイスをします。 

妊娠している全家庭に対

し、保健師が電話や訪問を

行い相談に対応していま

す。支援が必要な妊婦につ

いては医療機関と連携し、

妊娠期から継続して支援

していきます。 

健康課 

38 

パパママ教室の開催 出産を迎える家庭に対し、

夫婦共同の妊娠・出産・家

族計画・育児についての基

本的な知識の普及のため

の教室を開催します。 

パパママ教室を日曜日に

実施します。今後も教室内

容の充実を図り、妊娠・出

産・育児期を健やかに過ご

せるよう、役立つ情報・知

識の提供に努めます。 

健康課 

39 

母乳相談 授乳期の乳児がいる母親

に対して母乳相談を行い

ます。 

月２回のすこやか相談時

に助産師による母乳相談

を実施しています。今後も 
母乳育児の推進のため、あ

かちゃん訪問時や健診時

に母乳相談の利用を勧め

ていきます。 

健康課 

40 

子育て世代包括支援

センター 
妊産婦・乳幼児等の状況を

継続的・包括的に把握し、

妊産婦や保護者の相談に

保健師等が対応するとと

もに、必要な支援の調整や

関係機関と連絡調整する

などして、妊産婦や乳幼児

等に対して切れ目のない

支援を提供します。 

妊産婦や乳幼児の保護者

の相談に保健師等が対応

するとともに、必要な支援

の調整や関係機関と連携

し関わることで、育児不安

や虐待予防に取り組んで

いきます。 

健康課 

41 

産後ケア 出産後支援が必要な母子

に対して、母親の身体的な

回復と心理的な安定を促

進し、母親自身がセルフケ

ア能力を育み母子とその

家族が、健やかな育児がで

きるよう支援します。 

出産後支援が必要な母子

に、日帰り型・宿泊型産後

ケア事業の利用を促し、母

親の身体的な回復と心理

的な安定を図っていきま

す。 

健康課 
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■主要課題（２）学童期思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

近年、若年層による危険薬物の入手、乱用などが増加しており、薬物使用や喫煙などの有害

性についての基礎知識の普及・啓発に努め、思春期の健全な心と体づくりを支援していくこと

が重要となっています。 

また、思春期から成人期にかけては、この時期独自の心や体の悩みや不安もあり、心のケア

や不健康やせ等の思春期の課題の重要性を認識し、心身の健康づくりを自ら実践するための保

健対策の充実も必要となります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

42 

学校保健授業プログ

ラムの実施 
学校における性教育、非行

防止学習を実施します。 
今後も各学校にて、学年の

発育段階に応じた計画的

な指導を実施していきま

す。 

教育課 

43 

教育委員会指導によ

る学校での実施 
スクールカウンセラーを

活用した生徒指導体制の

充実を図ります。 

各中学校へ県費雇用ＳＣ、

各小学校へ県費雇用ＳＣ

を派遣・活用しており、今

後も継続して実施します。 

教育課 

44 

相談機関の紹介や学

校養護教諭との連携 
感情の豊かな発育時期の

悩みや問題に対し、子ども

からの相談や保護者の相

談に対応するため、関係機

関と連携した対応を行い

ます。 

今後も、関係機関とのネッ

トワーク構築及び情報提

供、学校（養護教諭含む）・

保護者等に相談支援を行

っていきます。 

教育課 
こども未来

センター 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

45 

思春期赤ちゃんふれ

あい体験学習 
中学生に乳幼児健康診査

で赤ちゃんとのふれあい

を体験させ、命の大切さや

お互いを思いあう心を育

てます。 

中学３年生を対象に助産

師による事前学習と、乳幼

児健診時に赤ちゃんふれ

あい体験を実施していま

す。自己肯定感を高め、命

を大切にする心を育てる

という学習内容を深める

ために、今後も中学校と連

携して実施します。 

教育課 
健康課 

46 

児童生徒の心のケア 児童生徒の問題行動の早

期発見・早期解決に取り組

むことや児童生徒の心の

ケアのための相談体制の

充実を行います。 

ＳＳＷ、ＳＣ、心の相談員

を雇用し、問題を抱える児

童生徒及び保護者への面

接及び情報収集と環境へ

の働きかけを行っており、

今後も継続して実施しま

す。 

教育課 

47 

規則正しい食習慣 望ましい食習慣が育つよ

うな食生活の普及啓発を

行うとともに、食事が健康

に与える影響について適

切な情報提供を行います。

『筑前町食の都づくり宣

言』に基づいて、学校教育

活動全体を通じて、総合的

に食育を推進しており、今

後も継続して実施します。 
また、乳幼児健診や住民健

診の結果説明会時に栄養

指導を行い、食習慣が子ど

もを含め家族全員の健康

に与える影響について啓

発を行っており、今後も乳

幼児健診や住民健診時に、

望ましい食習慣について

の啓発を行います。 

教育課 
健康課 
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■主要課題（３）「食育」の推進 

近年では、パソコン、スマートフォン、ゲーム等の利用の影響などから、就寝や食事など

の基本的な生活習慣に乱れが起こるなど、健康上の問題も指摘されています。規則正しく、

子どもの発達段階に応じて、栄養バランスのとれた食事を毎日とることは、心身の健やか

な成長と、将来の生活習慣病の発症予防にとって不可欠です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

48 

乳幼児健診での指導 
・助言 

乳幼児期の食事・栄養につ

いて、食の大切さを説き指

導・助言を行います。 

乳幼児健診において、離乳

食やおやつの試食を提供

したり、資料や媒体を活用

して栄養指導を行ってい

ます。特に指導が必要と思

われる乳幼児及び保護者

に対しては個別指導を行

いました。今後も健診の場

で離乳食やおやつの試食

や栄養指導を行い、食習慣

を見直すきっかけとし、食

育意識の向上を図ってい

きます。 

健康課 

49 

パパママ教室におけ

る栄養指導 
家族も含めた食事指導を

行い、妊娠期から授乳期の

栄養の基本知識の習得を

支援します。 

パパママ教室で栄養士に

よる妊婦の栄養指導を年

３回実施しており、今後も

継続して実施します。 

健康課 

50 

保育所における試食

体験 
保育所では、保育体験や保

育参観などを通して、離乳

食や幼児食の試食を実施

します。 

クラス懇談の際に給食・お

やつを一緒に食べる機会

を設けています。保育園に

おいては、未就園児とその

保護者の希望をとり保育

体験を実施し、給食試食を

行っています。今後も保護

者研修・保育参観の際の給

食、おやつ試食や、保育体

験を通し、未就園児と保護

者に試食体験を実施しま

す。 

こども課 

51 

幼稚園、保育所等にお

ける食育の推進 
 

幼稚園、保育所、学校給食

での「食育」の推進及び家

庭啓発を行います。乳幼児

期から思春期までの発達

段階に応じた食に関する

学習の機会や食への参加

型の取り組みを行います。

幼稚園では各園の自主性

により、取り組みが行われ

ています。 
保育所では保育参観でお

やつや給食の試食を実施

しました。また給食便りや

献立表で家庭への啓発を

行っています。今後も継続

して取り組むとともに、食

育推進計画に基づき、家庭

啓発の推進に努めます。 

教育課 
子育て支援

センター 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

52 

子育て支援事業にお

ける調理実習 
乳幼児期からの望ましい

食習慣を身につけるため、

親子で参加する調理実習

を開催します。 

親子クッキングを開催し、

旬の食材や地元の食材を

使って親子で調理を楽し

むとともに、乳幼児の食生

活に関する講話も行って

います。今後も継続して実

施します。 

子育て支援

センター 

 

規則正しい食習慣 
【再掲】 

望ましい食習慣が育つよ

うな食生活の普及啓発を

行うとともに、食事が健康

に与える影響について適

切な情報提供を行います。

『筑前町食の都づくり宣

言』に基づいて、学校教育

活動全体を通じて、総合的

に食育を推進しており、今

後も継続して実施します。 
また、乳幼児健診や住民健

診の結果説明会時に栄養

指導を行い、食習慣が子ど

もを含め家族全員の健康

に与える影響について啓

発を行っており、今後も乳

幼児健診や住民健診時に、

望ましい食習慣について

の啓発を行います。 

教育課 
健康課 

 

 

■主要課題（４）子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 

子どもの健やかな成長を見守る地域づくりに向け、地域・学校・関係機関等のネットワ

ークをつくることにより、地域で親子を見守り、支えることのできる体制づくりが必要で

す。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

53 

子ども見守りネット

ワークの充実 
地域・学校・関係機関等の

ネットワークを充実し、子

どもの健やかな成長を見

守ります。 

関係機関と連携し、さらな

る見守り体制の充実を図

り、今後も継続して実施し

ます。 

教育課 
こども未来

センター 
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■主要課題（５）小児医療の充実 

子どもは、突然体調の変化を起こしやすく、緊急の対応が迫られることも多く、小児医

療において休日・夜間の診療体制の整備が不可欠です。 

本町内では休日・夜間などの緊急診療体制が十分ではないことから、日常的に町外の小

児科を利用している家庭が多いという現状があり、今後広域での救急体制整備について関

係機関に協力要請を行い、小児医療の充実を図る必要があります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

54 

広域的連携の対応 緊急・夜間・休日などの小

児科診療を朝倉地域休日

夜間急患センターで行い

ます。 

広報、ホームページ、母子

健康手帳交付時や乳児家

庭訪問時などに休日夜間

急患センターの情報提供

を行っています。今後も、

広域対応による小児科救

急の夜間診療体制整備等

の情報提供を行います。 

健康課 

55 

小児科医療機関の情

報提供 
緊急時に備え、感染症や疾

病の予防と事故時などに

早期に対応できるよう情

報提供を行います。 

広報、ホームページ、乳児

家庭訪問の際に、夜間対応

や救急対応医療機関の案

内を実施しています。今後

も夜間対応や救急対応医

療機関などの情報提供を

行います。 

健康課 
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■主要課題（１）子どもの権利擁護 

本町では、子どもたちが未来に夢や希望を持ち、いきいきと自分らしく、たくましく生

きていけるように、子どもの権利を保障する「筑前町子どもの権利条例」を制定しました。 

条例を制定したことによって、子どもにとって大切な権利や社会参加への仕組み、子ど

もの権利侵害に対するサポートシステムとしての相談機関や、救済機能の地域における活

性化が図られるようになりました。 

今後も、子どもの権利条例を町民に広く周知するとともに、町民の理解を深めるための

啓発事業を実施していきます。また、子どもたちへの説明の場を小・中学校と連携して設

け、意識の高揚に向けた取り組みを進めていきます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

56 

子どもへの権利侵害

に関する相談や救済 
子どもへの権利侵害に関

する相談への対応及びそ

の救済への対応を支援し

ます。 

今後も継続して、子どもや

関係者に対し、子どもの権

利侵害に関する相談や救

済の窓口を周知し、支援を

行います。 

こども未来

センター 

 

こども未来センター

での自主的活動の場

の提供 
【再掲】 

こども未来センターに子

どもの居場所「ミラクルー

ム」を設置し、自主的活動

の場を提供します。 

居場所及び気持ちのより

処としてミラクルームを

提供し、利用者と会話や卓

球等の交流を通じ、関係づ

くりをしながら、相談支援

を行っています。今後も教

育支援センターやスクー

ルソーシャルワーカー等

と連携を図りながら、来室

する子どもや保護者に寄

り添った支援を行います。 

こども未来

センター 

57 

子どもの権利条例周

知 
子どもの人権尊重に関わ

る条例の周知に向け啓発

を行います。 

子どもの権利条例の認知

度を高め、理解を深めるた

めに、ちらしやパンフレッ

トの作成・配布や出前講座

等を行い、今後も計画的な

啓発を行います。 

教育課 
こども未来

センター 

 

子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 基本目標３ 

基本目標３ 

子どもの心身の健やかな成

長に資する教育環境の整備 

（１）子どもの権利擁護 

（２）次代の親の育成 

（３）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

（４）家庭や地域の教育力の向上 

（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
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■主要課題（２）次代の親の育成 

近年、子どもへの虐待や育児放棄等の事案が問題視されています。子どもと接すること

が少なく、子どもとの接し方やしつけの仕方がわからないまま親となり、子どもを生み育

てることや家庭を築くことの意義を十分理解できない状況でいることなども、その要因の

一つと考えられます。そのため、思春期に自ら子どもとふれあう機会や場を提供すること

で、子どもや家庭の大切さについて理解を進めるような取り組みが必要となります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

58 

中学生の保育体験 中学生の職場体験、保育体

験、赤ちゃんふれあい体験

を通して、乳幼児とふれあ

い、子育てを体験できる機

会を継続して発展させて

いきます。 

中学３年生を対象に助産

師による事前学習と、乳幼

児健診時に赤ちゃんふれ

あい体験を実施していま

す。自己肯定感を高め、命

を大切にする心を育てる

という学習内容を深める

ために、今後も中学校と連

携して実施します。 

教育課 
健康課 
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■主要課題（３）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

次代の担い手である子どもが個性豊かに「生きる力」を伸ばすことができるよう、「確か

な学力の向上」「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」「信頼される学校づくり」「幼児教育

の充実」の視点から取り組みを行うことが必要です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

59 

少人数授業・補充学習

等の実施 
個人に応じたきめ細かな

指導による学習意欲の向

上と基礎・基本の定着を行

います。 

指導工夫改善加配を活用

し、Ｔ・Ｔによる少人数指

導を実施しており、今後も

継続して実施します。 

教育課 

60 

「総合的な学習の時

間」での地域人材を活

用した授業の実施 

福祉ふれあい交流やダン

ス、パソコン、農作物の栽

培などの学習に地域人材

を活用し、子どもたちの生

きる力の育成を行います。

ちくぜんボランティア人

材バンクの活用や、学校運

営協議会の協力を得て授

業を実施しており、今後も

継続して実施します。 

教育課 

61 

学習サポーター制度

の導入 
授業中や放課後学習で児

童・生徒の習熟度に応じた

支援や家庭学習の進め方

の助言などを行う大学生

などを登録し、小・中学校

に派遣しています。 

大学等への登録をお願い

し、生涯学習課が実施して

いる「ちくぜんボランティ

アバンク」に登録後、学校

が生涯学習課へ派遣依頼

し実施しており、今後も継

続して実施します。 

教育課 

62 

スポーツ少年団の指

導 
スポーツ少年団団員への

指導、大会を開催すること

により子どもたちの向上

心を育て、心身の健全育成

を図ります。 

結団式や奉仕活動、激励

会、各団での指導・活動等、

子どもたちの健全育成に

取り組んでおり、今後も活

動を継続していきます。 

生涯学習課
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

63 

教職員研修の義務付

けや校長・教頭・教務

主任会での研修 

教育課指導主事による校

内研修指導及び派遣研修

報告会などの企画・実施を

行います。 

学校の指導体制の整備や、

教員の授業力の向上のた

め、指導・研修等を実施し

ており、今後も継続して実

施します。 

教育課 

64 

各小・中学校の通学路

の把握・点検 
各小・中学校の通学路の危

険箇所などの改善と安全

の確保を行います。 

関係機関と連携し、通学路

の点検を実施し、報告書を

作成。危険箇所の改善に繋

げており、今後も継続して

実施します。 

教育課 

65 

幼稚園・保育所・小学

校間の連絡会の設置

や見学・交流会の実施 

幼保小連絡会、就学前児童

の小学校訪問、また、保護

者向けの講演会などを開

催します。 

各学校・中学校区毎で実施

しており、今後も継続して

実施します。 
教育課 

66 

適応指導教室 不登校など課題のある児

童（義務教育対象者）の居

場所づくりを行い、学習を

主に、様々な体験活動を行

います。 

登校できない児童生徒の

自立を促し、学校復帰・進

路獲得のための指導・支援

を行っており、今後も継続

して実施します。 

教育課 

67 

情報教育 情報社会に対応するため、

基本的な知識・活用能力の

育成や情報モラルの習得

など様々な視点から支援

していきます。 
 

各学校において基本的な

知識・能力等を育成し、『筑

前町小・中学校ネット４な

い宣言』を推進支援してお

り、今後も継続して実施し

ます。 

教育課 

68 

国際理解教育や外国

語活動の推進 
外国語の習得と異文化へ

の理解を促すため、外国語

指導助手等との学習活動

や交流等を支援します。今

後、外国語指導助手を中心

に異文化交流体験等を推

進します。 

『アフタースクール』や立

命館アジア太平洋大学の

留学生との交流事業『イン

グリッシュワークショッ

プ』、小学３・４年生を対象

とした『ＡＬＴとあそぼ』

により英語教育の充実を

推進しており、今後も継続

して実施します。 

教育課 

69 

職場体験活動の推進 職場体験活動を通して、生

徒が主体的に進路を選択

決定する態度や意志、意欲

等を培うことのできる活

動を支援します。 

各学校での取り組みが進

められており、今後も継続

して実施します。 教育課 
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■主要課題（４）家庭や地域の教育力の向上 

学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、相互に連携・協力し、社会全体で家

庭の教育力を向上させ、次代の親となる子どもが希望を持っていきいきと育っていくこと

ができる環境づくりを行うことが大切です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

70 

早寝早起き朝ごはん 子どもの望ましい基本的

な生活習慣を育成するた

めの環境を整えます。 

筑前町子どもの約束に基

づき、子どもの健やかな成

長のための環境整備を実

施しており、今後も継続し

て実施します。 

教育課 

71 

ボランティアの育成

と活動の場の提供 
ボランティア活動を通じ

て、社会生活の規範意識を

学びます。 

ボランティアセンター各

講座のＰＲを行い、ボラン

ティア登録に繋げていき

ます。また、ボランティア

依頼については、コーディ

ネーターがマッチングを

行い登録者の活動の場を

広げていきます。 
このほか子どもたち主体

でボランティア活動の計

画、準備、実施に取り組み、

自主性やボランティア意

識を育んでおり、今後も事

業を継続し、子どもたち主

体のボランティア活動を

実施していきます。 

企画課 
生涯学習課

 

アフタースクール事

業 
【再掲】 

小・中学校の放課後の空き

教室を利用し、学校・地域・

関係諸団体等が連携し、学

習支援や体験活動を行い

ます。 

学校ごとに、放課後の空き

教室を活用し、地域ボラン

ティアや学校、関係諸団体

等が連携して、学びの場や

体験の場を作ることで、児

童・生徒の学力向上と居場

所づくりに寄与し、次世代

を担う人材育成を行いま

す。 

教育課 
生涯学習課

72 

出前講座の開催 要望のある子育てサーク

ルや地域に出向き、保育体

験など育児力を高めるた

めの支援を行います。 

今後も子育て応援に関す

る出前講座メニューを掲

載し、要望があれば講座を

行っていきます。 

生涯学習課

子育て支援

センター 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

73 

ブックスタート 乳幼児健診に合わせて、図

書館司書による絵本の紹

介と配付を行います。 

４か月と１歳６か月の健

診時に、対象者に絵本をプ

レゼントしており、新規登

録数の増加にも繋がって

います。今後も事業を継続

し、本と関わるきっかけ作

りやその後のフォローア

ップに活かしていきます。 

生涯学習課

74 

親子遊び教室 親子での体験を通して、情

緒面の発達や子育ての楽

しさを知る機会をつくり

ます。 

広場内外のイベントで、手

遊び、ふれあい遊び、絵本

の読み聞かせ等を実施し

ています。子どもとの遊び

方や、子どもと共感した

り、ふれあうことで心が落

ちつくことを学ぶ機会と

していきます。 

子育て支援

センター 
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■主要課題（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

パソコンやスマートフォンの普及により、若年層からのインターネットやＳＮＳの利用

が拡大し、これらを介して子どもがいじめや犯罪に巻き込まれるケースがみられます。 

また、パソコンやスマートフォン、ゲーム等の長時間利用による生活リズムの乱れも問

題になっており、「青少年インターネット環境整備法」等に基づき、地域住民や関係機関・

団体との連携協力の強化による、青少年のインターネットの適切・安全・安心な利用や保

護者に対する普及啓発の推進が重要です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

75 

県青少年健全育成条

例に基づく立ち入り

調査（有害書籍の排

除） 

子どもにとって有害と判

断されるような書物につ

いて、点検を行います。 

県の指導に沿って立ち入

り調査を実施します。 
生涯学習課

76 

県青少年健全育成条

例に基づく立ち入り

調査（町内巡回） 

少年補導員の活動と連携

しながら、町内巡回を実施

し、悪書の散在防止のため

白いポストの管理を支援

します。 

今後も少年補導員と連携

し、実施します。 
環境防災課

77 

インターネットの安

全な利用 
規範意識や情報モラルを

身につけさせるために、児

童生徒の実態に応じた計

画的・継続的な指導を行い

ます。インターネット等の

適切・安全な利用について

関係機関・団体等と連携し

て保護者への普及啓発を

推進します。 

『筑前町小・中学校ネット

４ない宣言』に基づき、保

護者会等で普及啓発を推

進しており、今後も継続し

て実施します。 教育課 
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■主要課題（１）良好な住宅・居住環境の確保 

子育てを担う若い世代にとっても、居住環境の整備は重要です。 

本町では、公共施設の新設・改築時を通じてシックハウス対策の推進を行い、子どもた

ちの安全の確保に努めます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

78 

子育て世帯の居住の

安定の確保 
小さな子どもがいる世帯

に対する、公共賃貸住宅に

おける入居資格の緩和等

に取り組みます。 

未就学児童等のいる世帯

において、入居資格の収入

基準を緩和しています。ま

た入居の抽選の際、ひとり

親世帯には２つの抽選番

号を割り当てる優遇措置

を実施しており、今後も継

続して実施します。 

都市計画課

79 

住宅のユニバーサル

デザイン化 
子育て世帯が地域におい

て安全・安心で快適な住生

活を営むことができるよ

う住宅のユニバーサルデ

ザイン化を進めます。 

町営住宅東小田団地建替

えにおいて、子育て世帯等

に配慮したユニバーサル

デザインを取り入れまし

た。令和元年度以降は、既

存の住宅について、大規模

修繕・改修時等に、ユニバ

ーサルデザイン化を含め

た検討を行います。 

都市計画課

80 

公共施設のシックハ

ウス対策 
公共施設の新設・改築時に

シックハウス対策の推進

を行います。 

公共施設での対応につい

ては配慮されており、今後

新設・改築の際には同様に

配慮を行います。 

関係各課 

 

 

 

 

 

  

子育てを支援する生活環境の整備 基本目標４ 

（１）良好な住宅・居住環境の確保 基本目標４ 

子育てを支援する生活環境

の整備 

（２）安全な道路交通環境の整備 

（３）安心して外出できる環境の整備 

（４）安全・安心まちづくりの推進等 
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■主要課題（２）安全な道路交通環境の整備 

近年、子どもが巻き込まれる交通事故の発生が問題になっており、交通安全施設の充実

などにより、子ども、妊産婦、高齢者、障がい者などすべての人が安全に移動できる交通環

境づくりを推進することが求められています。また、子どもが交通事故の被害に遭わない

よう、交通安全のための啓発活動や交通安全教育の推進も必要です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

81 

交通安全の施設の充

実 
転落防止柵、路面標示、ガ

ードレールなどの交通安

全施設の充実に取り組み

ます。 

地元要望、通学路点検活動

（行政・学校関係・警察）

により、危険性や緊急性の

高い箇所から施設の補修

及び新設を実施しており、

今後も継続して実施し、事

故の防止・抑制に取り組み

ます。 

建設課 

82 

安全・安心のまちづく

りバリアフリー歩道

の整備計画の策定 

歩行者の安全・安心な通行

帯を整備し、道路施設の充

実に取り組みます。 

国県道部においては、朝倉

県土に要望を行い整備推

進を図っていきます。町道

部については、道路改良を

実施し、通行帯の確保を行

います。今後も国県道部の

整備促進を図るため要望

を行うとともに、町道部に

ついては、継続して既存歩

道の維持管理及び通行帯

の確保に取り組みます。 

建設課 
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■主要課題（３）安心して外出できる環境の整備 

すべての人が安心して外出できるよう、道路、公共交通機関、公共施設などにおいてバ

リアフリー化を進めます。また、地域社会全体で子育て家庭を支える取り組みを促進する

ため、乳幼児とともに外出しやすい環境としてベビーベッドや授乳室などの設置など、子

どもや子ども連れに配慮した環境の整備を行い、多くの子育て世帯に利用してもらえるよ

う周知を図ります。 

さらに、ハード面でのバリアフリーに加えて、妊産婦や子ども連れ親子等への周囲の配

慮や理解を深める「心のバリアフリー」をまち全体に広げていくことが大切です。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

83 

赤ちゃんの駅事業 子育て中の親子が気軽に

外出できるよう、公共施

設・民間施設などの協力を

得て、おむつ替えや授乳が

できる場を開放します。 

破損の激しい旗や、ポスタ

ーの交換を行っています。

今後も利用しやすい駅に

なるよう周知や環境改善

を図ります。 

子育て支援

センター 

84 

学校行事やイベント

開催時の授乳室等設

置 

学校行事や町のイベント

などに子ども連れでも参

加できるよう、授乳やおむ

つ替えなどができる場を

開放します。 

町のイベント時、臨時の赤

ちゃんの駅を開設してい

ます。小学校は協力施設と

して登録しており、学校行

事の際、授乳やオムツ替え

などができる場を開放し

ています。今後も学校やイ

ベントの担当者に働きか

け、利用者の利便性向上に

努めます。 

子育て支援

センター 

85 

道路・公園等における

バリアフリー化の推

進 

道路などにおいての段差

解消など(公共施設周辺道

路・歩道を含む)人にやさし

いまちづくりを目指し、バ

リアフリー化に取り組み

ます。 

段差解消のため、歩道改良

の整備を実施しており、今

後も計画的に歩道の段差

改良を実施し、円滑な通行

を確保します。 
公園等の遊具については

定期点検並びに改築更新

工事等を行い、子育て世代

をはじめ、多くの利用者の

健康づくり、あるいは交流

の場として、安心安全なゆ

とりの空間を提供します。 

建設課 
都市計画課

 

交通安全の施設の充

実 

【再掲】 

転落防止柵、路面標示、ガ

ードレールなどの交通安

全施設の充実に取り組み

ます。 

地元要望、通学路点検活動

（行政・学校関係・警察）

により、危険性や緊急性の

高い箇所から施設の補修

及び新設を実施しており、

今後も継続して実施し、事

故の防止・抑制に取り組み

ます。 

建設課 
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■主要課題（４）安全・安心まちづくりの推進等 

安心して生活できる環境づくりに向け、各小・中学校の通学路など、安全で歩きやすい

道路環境の確保を図るとともに、防犯灯設置など防犯設備の整備を推進します。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

86 

防犯灯設置の推進 歩行者、自転車通行時の安

全確保のために防犯灯を

設置します。 

地元要望により必要性を

考慮して防犯灯を設置し、

安全で住みよいまちづく

りを推進しており、今後も

継続して実施します。 

環境防災課

 

各小・中学校の通学路

の把握・点検 
【再掲】 

各小・中学校の通学路の危

険箇所などの改善と安全

の確保を行います。 

関係機関と連携し、通学路

の点検を実施し、報告書を

作成。危険箇所の改善に繋

げており、今後も継続して

実施します。 

教育課 
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■主要課題（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

仕事と生活の調和の実現については、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、企業や住民が積極的に取

り組み、町全体の運動として広げていく必要があります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

87 

広報・啓発・情報提供

等の推進 
男女共同参画の理念を基

に、男女共同社会実現そし

て家庭と仕事の両立推進

のための啓発活動を行い

ます。 
1.労働相談事業の情報提供

2.就業相談事業の情報提供

3.出産・育児などによる退

職者再就職支援事業の

情報提供 

平成 29 年度には県・朝倉

市・東峰村・うきは市と共

催で労働相談会を実施。県

子育て女性就職支援セン

ターでの相談会の情報提

供や制度の周知を行いま

した。引き続き、関係機関

と連携して、相談会の実施

や情報提供を行います。 

農林商工課

88 

特定事業主行動計画

の推進 
職員が仕事と子育ての両

立を図ることができるよ

う職場を挙げ支援する環

境を整備するための特定

事業主行動計画の推進・見

直しを行います。 

年に１回、特定事業主行動

計画策定・推進委員会を開

催し、計画の実施状況確

認・改定を行います。今後

も計画の一層の推進を図

ります。 

総務課 

89 

子育て講座等への男

性の参加推進 
男性の育児などへの関わ

りを深めるために、保育参

観や行事への積極的な参

加を呼びかけます。 

今後は男性の育児参加に

つながる内容や日程につ

いて考慮し、啓発に努めて

いきます。 

子育て支援

センター 

 

  

職業生活と家庭生活との両立の推進 基本目標５ 

基本目標５ 

職業生活と家庭生活との両

立の推進 

（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

（２）仕事と子育ての両立の推進 

（３）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 
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■主要課題（２）仕事と子育ての両立の推進 

保育サービスや学童保育などの充実を通じて、就労環境が多様化する中でも、仕事と子

育ての両立支援のための体制の整備に努めます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

 

一時預かり事業 
【再掲】 
 

普段、家庭において就学前

児童を保育している保護

者の病気時の対応や育児

疲れ解消等を目的に一時

的に保育を行います。 

現在、町内の認可保育所で

受け入れを行っています。

家庭にて保育をしている

保護者の負担軽減に資す

るため、今後も継続して実

施します。 

こども課 

 

病児・病後児保育事業 
【再掲】 

保護者の就労等の理由に

より、子どもが病気の際、

自宅での保育が困難な場

合に、保育所、病院等にお

いて保育する事業です。 

病後児サポート事業によ

り受け入れを実施してい

ますが、現在利用の実績は

ありません。今後は病後児

のニーズを踏まえ、近隣の

施設との連携も視野に入

れます。 

子育て支援

センター 

 

子育て短期支援事業

（ショートステイ・ト

ワイライトステイ） 
【再掲】 

保護者などが仕事などに

より夜間または休日に不

在となった場合や疾病・疲

労などにより児童の養育

が困難となった場合、適切

な施設において児童の養

育・保護を行います。 

児童養護施設との協議確

認を継続して行い、必要が

生じたときの受け入れ体

制を整備します。 こども課 

 

子育て援助活動支援

事業（ファミリー・サ

ポート・センター） 
【再掲】 

急な残業が入った時や通

院など子どもと一緒に行

動できない時などの一時

預かりや保育所、幼稚園、

学童の送迎や家事援助な

どを行います。 

会員確保のため、事前周知

に努め、講習会を継続的に

開催していきます。 子育て支援

センター 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

 

放課後児童健全育成

事業（学童保育） 
【再掲】 

保護者が就労などにより

昼間家庭にいない小学校

児童を対象に、授業終了後

に適切な遊び及び生活の

場を提供し、健全な育成を

図ります。 

町内３カ所の学童保育所

において受け入れを行っ

ています。入所希望者増に

対する受け入れ施設の確

保や支援員の確保が課題

となっているため、施設整

備の検討や支援員募集の

周知等を行っていきます。 

こども課 

 

通常保育事業 
【再掲】 

保護者の就労などにより

家庭で保育できない就学

前児童を対象に、認可保育

所において保育を行いま

す。 

町内の認可保育所で受け

入れを実施し、各保育所の

協力を得ながら弾力的運

用により、定員を超えて受

け入れを行っています。今

後も入所希望者の増加が

見込まれるため、施設整備

や更なる定員増の依頼な

どを検討します。 

こども課 

 

時間外保育事業（延長

保育事業） 
【再掲】 

保護者の就労形態の変化

等に伴う保育ニーズの多

様化への対応のため、認可

保育所において通常の保

育時間を延長して保育を

行う事業です。 

町内の認可保育所におい

て、延長保育を行っていま

す。保育ニーズへの対応の

ため、今後も継続して実施

します。 

こども課 

90 

女性の再就業に関す

る就業支援講座の開

催、情報の提供 

出産や育児、介護により退

職した女性の再就業など

を支援するため、必要な能

力を取得するための講座

を開催します。また、公共

職業安定所（ハローワー

ク）等の関係機関と連携を

図りながら必要な情報の

提供に努めます。 

県子育て女性就職支援セ

ンターやハローワークが

開催する講座・研修会等の

情報を提供しており、今後

も継続して実施します。 
また、資格取得等により、

雇用・起業に繋がる講座を

開催（託児あり）、筑後労働

支援事務所や、県及び県内

の男女共同参画センター

からのチラシを掲示、ハロ

ーワーク（久留米・朝倉）

の求人案内を置くなどし

ています。今後は、資格取

得のレベルアップ講座を

実施し、就業・再就職に繋

がる取り組みを実施しま

す。また起業支援セミナー

については、基礎知識を学

び起業に繋がる講座を目

指します。自分磨き講座で

は、筑後労働支援事務所よ

り講師を招き、自己ＰＲの

具体的な作成方法等を学

び、就業活動に繋げます。 

農林商工課

企画課 
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■主要課題（３）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 

安心して子どもを生み育てることができる社会を実現するため、社会全体で、結婚、妊

娠、出産、子育ての切れ目ない支援が重要となっています。結婚や出会い等の情報提供体

制の再構築を図るとともに、相談窓口の充実を図ります。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

91 

結婚・妊娠・出産・育

児の切れ目のない支

援の推進 

住民の結婚・妊娠・出産に

関する希望の実現のため、

ライフステージごとに切

れ目のない推進が必要で

あり、町として各段階に応

じた支援を行います。 

出会い応援に関する情報

提供を広報やホームペー

ジを通じて行っています。

また、県の支援により縁結

び応援の講座等を開催し

ています。今後は出会い応

援に関する情報提供を広

報やホームページを通じ

て行うと共に、妊娠・出産・

育児に係る相談体制の充

実に努めます。 

こども課 
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■主要課題（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

子どもを交通事故から守るため、警察、保育所・幼稚園、学校、交通安全協会との連携・

協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進します。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

92 

交通安全教室等の実

施 
朝倉警察署の協力により

交通安全教室を実施しま

す。また、保育や授業の中

で、紙芝居やパンフレット

などを使って交通安全に

対する意識付けのための

教育を実施します。 

公立保育所では、朝倉警察

署、自動車学校、保護者の

方の協力のもと信号機・横

断歩道のわたり方の教室

を実施しており、今後も継

続して実施します。 
出前講座を活用して、子ど

もや高齢者に交通安全に

対する意識付けを行って

います。今後は朝倉警察署

と連携を図り、子どもから

高齢者等全住民を対象に、

出前講座を活用して交通

安全教室を行います。ま

た、DVD やパンフレットを

使って交通安全に対する

意識付けを行います。 

こども課 
教育課 

環境防災課

93 

交通指導員の育成と

街頭指導の実施 
毎月１回、町内各所で朝の

通学時の交通安全街頭指

導を行います。 

指導員総会を開催し、指導

員の育成と技術向上を図

り、毎月１回、街頭指導を

実施しています。今後は指

導員会での全体指導を行

い、継続して毎月１回の街

頭指導を行います。 

環境防災課

 

  

子ども等の安全の確保 基本目標６ 

基本目標６ 

子ども等の安全の確保 

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

（３）被害に遭った子どもの保護の推進 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

94 

警察署のポスター掲

示 
警察署と連携し交通安全

周知に努めます。 
ポスター入手時に窓口や

町施設への掲示を行って

います。今後はポスター掲

示とともにパンフレット

等の資料を窓口に設置し、

出前講座等で配布して周

知に努めます。 

環境防災課

95 

朝倉地区交通安全協

会による貸し出し事

業の情報提供 

チャイルドシート・ベビー

シートの貸し出し支援事

業について情報提供を行

います。 

朝倉地区交通安全協会に

補助金を交付し購入支援・

貸し出し事業を行いまし

た。今後も貸し出しの情報

提供を行います。 

環境防災課

 

 

■主要課題（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

社会生活の多様化、地域社会におけるつながりの希薄化などにより、地域における犯罪

抑制力は低下しており、近年、子どもを対象とした犯罪は増加傾向にあります。 

本町では、警察をはじめとする関係団体や地域などと連携した防犯活動、防犯灯の設置

を進めるなどの防犯対策に努めています。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

96 

朝倉警察署管内での

学校警察連絡協議会

の設置 

朝倉警察署管内の学校関

係者と警察署による現状

報告や意見交換を行って

います。 

学校警察連絡協議会を開

催し、情報共有を行ってお

り、今後も継続して支援を

行います。 

教育課 

97 

地域防犯活動補助事

業 
地域防犯活動補助金を交

付し安全対策を講じてい

ます。 

地域防犯活動補助金によ

り、地域防犯活動団体の育

成や支援を行っており、今

後も継続して実施します。 

環境防災課

98 

少年補導員・中学校・

警察署との情報・意見

交換会の実施 

少年補導員・中学校・警察

署が連携して、関係機関会

議に参加し、子どもを犯罪

などの被害から守るため

の情報・意見交換を定期的

に行います。 

学校安全対策委員会を開

催し、情報共有・意見交換

を行っており、今後も継続

して実施します。 
また、町より関係機関会議

に出席し、情報を共有し連

携を図っており、今後もこ

れを引き続き実施します。 

教育課 
環境防災課
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

99 

集団登下校の推進と

スクールガードリー

ダー・ＰＴＡ・ボラン

ティアによる登下校

時パトロール 

集団登下校の推進とスク

ールガードリーダー・ＰＴ

Ａ・ボランティアによる登

下校時パトロールを実施

します。 

関係協力団体による児童

生徒の安全・安心登下校の

推進とパトロールを実施

しており、今後も継続して

実施します。 

教育課 

100 

「子ども 110 番の家」

設置支援 
子どもが助けを求めてき

た時にその子どもを保護

するとともに、警察・学校・

家庭などへ連絡するなど

して、地域ぐるみで子ども

たちの安全を守っていく

ボランティア活動を支援

します。 

学校からの依頼があった

際「子ども 110 番の家」の

ポスター配布を行ってい

ます。「子ども 110 番の家」

の設置については、学校・

ＰＴＡ等で行っており、今

後も継続してポスターを

配布することで、学校・Ｐ

ＴＡ活動等の支援を行い

ます。 

生涯学習課

101 

夜間巡回パトロール 少年補導員より、夜須校

区、三輪校区毎に、夜間巡

回パトロールを実施しま

す。 

長期休校時に夜間巡回パ

トロールを行っており、今

後も引き続き実施します。 
環境防災課

 

防犯灯設置の推進 
【再掲】 

歩行者、自転車通行時の安

全確保のために防犯灯を

設置します。 

地元要望により必要性を

考慮して防犯灯を設置し、

安全で住みよいまちづく

りを推進しており、今後も

継続して実施します。 

環境防災課

 

 

■主要課題（３）被害に遭った子どもの保護の推進 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

102 

被害に遭った子ども

のケア 
関係者、関係機関の連携に

よるカウンセリングなど

継続的支援活動を効果的

に行い、きめ細かな対応を

図ります。 

関係機関と連携し、相談体

制の確認を行っており、今

後も継続して実施します。 
また、ＳＳＷ、ＳＣ、心の

相談員など、学校内外にお

けるチーム体制構築及び

支援によるサポートを実

施しており、これも継続し

て実施します。 

こども課 
教育課 

こども未来

センター 
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■主要課題（１）児童虐待防止対策の充実 

近年、児童虐待の痛ましい事件が数多く発生しています。虐待の背景は多岐にわたるこ

とから、日常的な注意・しつけがエスカレートしてしまう等、いつでもどこででも起きる

可能性があります。 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの切

れ目のない総合的な支援を講じるとともに、福祉関係者をはじめとして、医療、保健、教

育、警察などの地域における関係機関の協力体制の構築が不可欠です。要保護児童対策地

域協議会においては、各関係団体が連携し、お互いの情報を共有し、個別ケースの解決に

つながるよう取り組みます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

103 

保育所・幼稚園・小・

中学校における虐待

の早期発見 

子どもの心身の変化を注

視し、関係機関と連携を取

りながら適切な対応を行

います。 

虐待の兆候や疑いがあっ

た際には、速やかに子ども

の安全確認を行い、児童相

談所等の関係機関と情報

共有して支援を行ってい

ます。今後も関係機関と連

携し、情報の共有を図りな

がら、早期発見及び関係機

関の協力体制の強化に努

めます。 

こども未来

センター 

104 

各種相談事業におけ

る虐待の早期発見・早

期対応 

産後間もない時期の家庭

訪問や乳幼児健診、育児相

談などで養育態度や育児

不安など、早期発見に努め

ます。 

養育態度や育児不安など

気になるケースについて

は、関係機関と連携し、早

期発見、迅速な対応に努め

ています。今後も支援が必

要な家庭の早期把握に努

め、関係機関と連携して迅

速に対応していきます。 

健康課 

 

 

 

 

  

要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 基本目標７ 

基本目標７ 

要保護児童への対応など 

きめ細かな取り組みの推進 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）母子・父子家庭等の自立支援の推進 

（３）経済的支援の充実 

（４）障がいや発達に遅れのある子どもへの支援の充実 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

105 

関係機関の連携 要保護児童対策地域協議

会において、虐待防止対策

の充実、連携を行います。

ＳＳＷが要保護児童対策

地域協議会へ参加し、情報

共有・関係機関との連携を

行っており、今後も継続し

て実施します。 
要保護児童対策地域協議

会では、代表者会議や実務

者会議、ケース会議を行

い、子どもの現状確認と支

援の方向性を協議してい

ます。また、要保護児童対

策及び児童虐待防止対策

として、関係者を対象とし

た研修会を開催していま

す。今後も関係者が共通認

識を持ち、連携して支援を

行えるよう、情報交換や情

報共有に努めます。 

こども課 
教育課 

こども未来

センター 

106 

乳幼児健診等健診時

における相談支援 
乳幼児健診や育児等の健

診時において、個別に助言

を行うことで、子どもへの

不適切な養育を改善でき

るよう支援していきます。

養育態度や育児不安など

気になるケースについて

は、子育て世代包括支援セ

ンター連携会議で各機関

と連携し、早期発見、迅速

な対応に努めています。今

後も支援が必要な家庭の

早期把握に努め、関係機関

と連携して迅速に対応し

ます。 

健康課 

107 

児童虐待防止啓発の

推進 
子どもに関する機関が連

携し、計画的に児童虐待防

止啓発を行います。 

関係機関と連携し、イベン

トや講座時のチラシ配布

や講演内容等の情報を共

有し、啓発の機会を活用し

ていきます。 

こども未来

センター 
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■主要課題（２）母子・父子家庭等の自立支援の推進 

離婚などにより、以前に比べひとり親家庭が増加している中で子どもの健全な育成を図

るためには、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的支援策を 4 本

柱として、総合的な対策を適切に実施していくことが必要です。そのため、ひとり親家庭

に対する相談体制の充実や保育サービスの充実、自立支援の促進に努めていきます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

 

子育て短期支援事業

（ショートステイ・ト

ワイライトステイ） 
【再掲】 

保護者などが仕事などに

より夜間または休日に不

在となった場合や疾病・疲

労などにより児童の養育

が困難となった場合、適切

な施設において児童の養

育・保護を行います。 

児童養護施設との協議確

認を継続して行い、必要が

生じたときの受け入れ体

制を整備します。 こども課 

108 

保育所への入所 母子・父子家庭などの自立

支援のため、保育所への入

所について配慮します。 

入所調整において優先す

る項目に位置づけ、保育所

の受入可能な範囲で入所

対応を行っています。より

保育が必要な世帯と位置

づけ、今後も継続して実施

します。 

こども課 

109 

各種相談・講習会の広

報 
就労支援などについて、関

係機関から依頼のあった

ものについて、広報紙への

掲載や情報誌の提供・配付

などを行います。 

ひとり親家庭等を対象と

する就労支援や講習会等

の情報を広報紙へ掲載し

ています。今後も町広報紙

等を活用し、継続して情報

提供に努めます。 

こども課 

110 

母子父子寡婦福祉資

金の情報提供 
母子・父子家庭や寡婦の生

活の安定と、その子どもの

福祉の増進を図るため、各

種資金の貸付の情報提供

を行います。 

窓口・電話問合せにおい

て、「福祉のしおり」を活用

し、各種資金の情報提供を

行っており、今後も県と連

携し、継続して情報提供を

行います。 

こども課 

111 

児童扶養手当 ひとり親家庭などで養育

されている子どもの福祉

増進のために支給される

手当で、子どもを養育して

いる方（受給資格者）から

の申請によって支給され

ます。 

適正に各種相談や届出の

処理を行っています。引き

続き県と連携し、適正な事

務処理及び制度の周知に

努めます。 
健康課 
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■主要課題（３）経済的支援の充実 

経済的な問題により、子どもの健全な育成が妨げられることを防ぐために様々な支援が

必要です。本町では、現状でも国・県の施策と併せ様々な経済的支援を行っています。 

今後は、支援対象となる家庭が制度を利用できなかったということがないよう、制度の

周知に向けた情報提供を充実させます。 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

112 

児童手当 家庭等における生活の安

定に寄与するとともに、次

代の社会を担う児童の健

やかな成長に資するため、

児童を養育している方に

手当を支給する制度です。

適正に各種相談、届出の受

付や支給事務を行ってい

ます。引き続き適正な事務

処理及び制度の周知に努

めます。 

健康課 

 

児童扶養手当 
【再掲】 

ひとり親家庭などで養育

されている子どもの福祉

増進のために支給される

手当で、子どもを養育して

いる方（受給資格者）から

の申請によって支給され

ます。 

適正に各種相談や届出の

処理を行っています。引き

続き県と連携し、適正な事

務処理及び制度の周知に

努めます。 
健康課 

113 

ひとり親家庭等医療

費 
離婚等により配偶者のい

ない方で 18 歳に達する日

以降（達した年度）の３月

31 日までの間にある子を

監護している方及び母子

または父子家庭の父母が

監護している子の医療費

の自己負担分の一部を助

成します（乳幼児医療制度

の対象者を除く）。 

対象者に対して制度の説

明を行い、医療費の一部負

担についての補助を行っ

ています。受給資格者に漏

れがない様、周知を徹底し

て、引き続き適切な給付に

努めていきます。 

健康課 

114 

子ども医療費助成 中学校就学前の子どもの

医療費の自己負担分の一

部を助成します。 

対象者に対して制度の説

明を行い、医療費の一部負

担についての補助を行っ

ています。受給資格者に漏

れがない様、周知を徹底し

て、引き続き適切な給付に

努めていきます。 

健康課 
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■主要課題（４）障がいや発達に遅れのある子どもへの支援の充実 

障がいのある子どもについても、他の子どもたちと共に、同じように保育・教育を受け

ることのできる環境整備が必要です。そのため障がいの原因となる疾病及び事故の予防か

ら、早期発見並びに治療の推進、その後の社会参加の適応性を高めるための療育に向け、

妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診断等を推進することが必要で

す。 

また、障がい児等支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生

活できるようにする観点から、自立支援医療の給付のほか、年齢や障がい等に応じた専門

的な医療や療育の提供が必要です。 

このほか、自閉症等の発達障がいを含む障がいのある子どもについては、障がいの状態

に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加をするために必要な力を培う

ため、教員の資質向上を図りつつ、一人ひとりの希望に応じた適切な教育上の支援等を行

うことが必要です。 
 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

115 

各種健診事業を通じ

た障がいとなりうる

疾病の早期発見 

乳幼児健診における健診

未受診者に対しては、個別

訪問等を実施することに

より子どもの健康状態を

的確に把握し、障がいの原

因となる疾病の早期発見

並びに療育・治療へとつな

げます。 

未受診者に対しては、訪問

等で児童の健康状態を確

認し、必要な場合は医療機

関や療育機関等の受診を

勧めています。今後も未受

診者に対して、訪問や電話

等で受診勧奨を行います。

また、未受診者の健康や発

育・発達状態を把握し、必

要な支援に繋げるよう、関

係機関と連携して対応し

ます。 

健康課 

 

療育相談 
【再掲】 

心身の発達に不安のある

児童や保護者の療育相談

を行うとともに、必要な場

合は専門機関へ紹介しま

す。また、集団活動を体験

できる親子教室を実施し、

発達を促す関わり方を伝

えたり、療育の必要性を見

極めて適切な支援につな

げます。 

発達相談や、臨床心理士に

よる個別相談、保育所への

巡回相談、集団活動を体験

できる親子教室を行って

います。 
発達の遅れが気になるケ

ースについては、専門機関

の受診やことばの教室等

の利用を勧め、早期に必要

な支援につながるよう、関

係機関と連携して対応し

ます。 

健康課 

116 

特別支援教育 障がいのある児童生徒に

対し、一人ひとりの障がい

の種類・程度に応じ、特別

な配慮の下に、適切な教育

を行う必要があることか

ら、特別支援学級の設置や

支援員の配置等を図りま

す。 

関係機関と一体となり、組

織的、計画的、効果的に児

童一人ひとりの自立と社

会参加への支援を行うた

め、特別支援教育支援員を

各学校へ配置しています。

今後も継続して実施しま

す。 

教育課 



第５章 子育て支援のための取り組み 

72 

 

No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

117 

自立支援医療（育成医

療）の給付 
身体に障がいがある 18 歳

未満の児童が手術等を行

うことで確実な治療効果

が期待できる場合に、必要

な治療費を自立支援医療

費として支給します。 

制度の対象となる障がい

がある児童へ育成医療費

の支給を行っており、今後

も制度に則して事業を行

います。 

福祉課 

118 

日常生活用具の給付、

補装具の交付、障がい

福祉サービス（地域生

活支援事業含む） 

○日常生活用具の給付 
在宅の重度障がい者（児）

に対して浴槽、ベッドなど

を給付し日常生活の改善

を図ります。 
○補装具の交付 
身体障がい者（児）に必要

な身体機能を獲得または

補うための用具の交付・修

理を行います。 
○障がい福祉サービス 
社会参加を目的とした外

出への支援や、障がい者な

どの家族の一時的な負担

軽減を図るための一時預

かり及び社会に適応する

ための日常的な訓練など

を目的として実施します。

制度の対象となる手帳の

交付を受けた障がい児、指

定された難病患者へ日常

生活用具、補装具の給付等

を行います。また、長期休

暇中における障がい児の

預かり事業の実施や、日中

一時支援事業などを行い

家族の負担軽減等を図っ

ています。今後も制度に則

して事業を行います。 

福祉課 

 

障がい児保育事業 
【再掲】 

集団保育が可能な障がい

児の保育を行います。ま

た、必要に応じて保育士の

加配も行います。 

集団保育が可能な障がい

児の保育を行うにあたり、

必要に応じて加配保育士

を配置しています。また、

私立保育所においては、町

から一部補助を実施して

います。年々障がい児の入

所は増えており、今後も継

続して実施できるよう加

配保育士の確保を依頼し

ていきます。 
また、より配慮が必要な医

療的ケア児の保育につい

ても、関係機関や保護者と

連携し、受け入れ体制の支

援を行います。 

こども課 
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No 施策名 施策概要 今後の方向性 主な担当課

119 

関係機関との連携 保護者の理解と育児不安

に対し、早期介入と関係機

関との連携強化を図り、個

別の自立支援となるよう

援助を行っています。ま

た、障がい児などには、相

談支援事業所との連携を

図りつつ、更生相談所、医

療機関などとの協議を行

い個々の状況に応じた支

援に繋げています。 

保育所等においては、発達

障がい等が見込まれる幼

児について、町健康課や専

門機関と連携を図り保育

を行っています。 
教育課では、教育支援委員

会を開催。医療機関・特別

支援学校等と情報共有し、

障がいのある児童生徒の

個々の状況に応じ、組織的

な支援を行っています。 
いずれも、引き続き関係機

関、相談支援事業所と連携

し、支援を行っていきま

す。 

こども課 
教育課 
福祉課 

120 

障がい児理解に向け

た啓発 
町の障害者基本計画に基

づき、住民の障がい児に対

する理解や認識を深め、人

権尊重の意識を醸成する

ための啓発広報活動の推

進に努めます。 

障がい者週間等に併せて、

住民に対して啓発等を実

施しています。今後は広

報、パンフレットの掲示等

に留まらず、学校や保育所

等それぞれの場面も含め、

啓発を行います。 

福祉課 

121 

通級指導教室 
（小学生） 
ことばの教室 
（幼児） 

ことばの遅れや発達が気

になる幼児または児童に

対し、発音やことばなどに

ついて、個別相談や訓練を

行います。 

言語やコミュニケーショ

ンに関する課題の個別相

談や訓練を実施していま

す。今後も継続して実施

し、対象児童の早期把握に

努め、個々に応じ適切な対

応、施設への紹介を行って

いきます。 

教育課 
子育て支援

センター 
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第６章 推進体制 

 

１．計画の周知 

本計画は、子育ての第一義的な責任は保護者にあるという大前提の下、地域全体、社会

全体で子育てを支援する体制づくりに向けて、行政のみならず、家庭、地域、事業所をはじ

め、住民全員のそれぞれの立場における取り組みを示すものです。 

 

２．関係機関との連携・協働 

基本理念の実現には、家庭、教育・保育機関、地域、企業、行政などが相互に連携・協働

しながら子育て支援に取り組む必要があります。 

関係者それぞれが適切に役割を果たしていくとともに、関係機関相互の連携が行われる

よう積極的に関わり、子育てを地域で支える体制を整えていきます。 

 

３．計画の進捗状況の管理・評価 

本計画に基づく施策を推進するため、子ども・子育て会議において、毎年度事業計画に

基づく事業の実施状況を点検・評価します。 

事業計画策定後には、PDCA サイクル（計画・実行・評価・改善）に基づき、計画の推

進に努め、事業の進捗状況を管理・評価するにあたっては、利用者の視点に立ち、個別事業

の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価し、施策の改善につなげます。 

なお、当初の計画に対して、「量の見込み」や「確保の内容」などに大きな乖離がみられ

る場合には、中間年度（令和４年度）を目安として計画の見直しを検討します。 
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１．筑前町子育てに関するアンケート調査（ニーズ調査）の結果と分析 

（１）調査の目的 

この調査は、「筑前町子ども・子育て支援事業計画」を策定するための基礎資料として、

子育て中の保護者の子育てに関する実態や意識、要望等を把握するとともに、子育ての感

じ方、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に対する意識等を把握するために

実施した。 

 

（２）調査設計及び回収結果 

 就学前児童用調査 小学生児童用調査 

調査対象 
就学前児童を 

養育する保護者 

小学生を 

養育する保護者 

対象抽出方法 
住民基本台帳による 

抽出 

住民基本台帳による 

抽出 

調査方法 
郵送配布－郵送回収 

（督促状 1回使用） 

郵送配布－郵送回収 

（督促状 1回使用） 

標本数 1,276 人 1,214 人 

回収数（有効回収率） 750 人（58.8％） 651 人（53.6％） 

調査期間 平成 30 年 11 月 15 日～平成 30 年 11 月 30 日 

 

（３）調査結果の見方 

・回答は、原則として各質問の調査数を基数（ｎ）とした百分率（％）で表し、小数第

2 位を四捨五入している。このため、百分率の合計が 100％にならない場合がある。

また、2 つ以上の回答ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が 100％を超え

る場合がある。 

・調査数（ｎ）が少数となる場合は参考までに数値を見る程度に留め、結果の利用には

注意を要する。 

・本文または図表中の回答選択肢については、コンピュータ入力の都合上、省略して表

記している場合がある。 
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（４）調査結果 

①世帯の子どもの数［単数回答］ 

世帯の子どもの数について、就学前児童では、「２人」（39.9％）が最も多く、これに「１

人」（34.1％）、「３人」（21.6％）、「４人以上」（3.5％）が続いている。 

小学生児童では、「２人」（40.9％）が最も多く、これに「３人」（33.5％）、「１人」（16.6％）、

「４人以上」（7.1％）が続いている。 

 

【世帯の子どもの数】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

小学生児童 

 

 

 

 

 

 

  

34.1 39.9 21.6

3.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

１人 ２人 ３人 4人以上 無回答

16.6 40.9 33.5 7.1 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=651

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答
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②子育てを主に行っている方（子どもの身の回りの世話をしている人）［単数回答］ 

子育てを主に行っている方について、就学前児童では、「父母ともに」（58.4％）との回

答が過半数を占めており、次いで「主に母親」が 38.9％を占めている。以下、「主に祖父

母」（0.9％）、「主に父親」（0.3％）が続いている。 

子どもの身の回りの世話をしている人について、小学生児童では、「主に母親」（92.0％）

が９割以上を占めており、次いで「主に祖父母」（3.4％）、「主に父親」（2.0％）となって

いる。 

【子育てを主に行っている方】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

【子どもの身の回りの世話をしている人】 

小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0

92.0

3.4 0.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｎ=651

主に父親 主に母親 主に祖父母 その他 無回答

58.4 38.9

0.3 0.9 0.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答
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③子育てにもっとも影響すると思われる環境［複数回答］ 

子育てにもっとも影響すると思われる環境について、就学前児童では、「家庭」との回答

が最も多く 89.2％を占め、次いで「保育所」（38.1％）、「幼稚園」（32.8％）が続いてお

り、「地域」は 16.1％、「認定こども園」は 1.3％であった。 

 

【子育てにもっとも影響すると思われる環境】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.2

38.1

32.8

16.1

1.3

3.5

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

保育所

幼稚園

地域

認定こども園

その他

無回答 ｎ=750
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④子どもをみてもらえる（預かってもらえる）親族・知人［複数回答］ 

子どもをみてもらえる親族・知人について、就学前児童では、「緊急時もしくは用事の際

には祖父母等の親族にみてもらえる」（62.1％）が最も多く、次いで「日常的に祖父母等

の親族にみてもらえる」（30.4％）となっており、祖父母等の親族が上位にあがっている。 

以下「緊急時もしくは用事の際に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が 9.2％、「日

常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が 1.6％となっており、「いずれもいない」

は 8.9％であった。 

子どもを預かってもらえる人の状況について、小学生児童では、「緊急時もしくは用事の

際には祖父母等の親族に預かってもらえる」（56.5％）が最も多く、次いで「日常的に祖

父母等の親族に預かってもらえる」（31.0％）となっており、祖父母等の親族が上位にあ

がっている。 

以下「緊急時もしくは用事の際に子どもを預けられる友人・知人がいる」が 16.3％、「日

常的に子どもを預けられる友人・知人がいる」が 4.0％となっており、「いずれもいない」

は 10.9％であった。 

 

 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学生児童 

 

  

【子どもを預かってもらえる人の状況】 

【子どもをみてもらえる親族・知人】   

62.1

30.4

9.2

1.6

8.9

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際に子どもを

みてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
ｎ=750

56.5

31.0

16.3

4.0

10.9

3.8

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に祖父母等の

親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもを預けられる友人・知人がいる

日常的に子どもを

預けられる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
ｎ=651
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⑤子育てについての相談先の有無［単数回答］ 

子育てをする上で気軽に相談できる人（場所）の有無について、就学前児童では、「いる

／ある」との回答が 95.5％を占めており、「ない／いない」は 4.0％であった。 

子育てをする上で気軽に相談できる人の有無について、小学生児童では、「いる」との回

答が 91.6％を占めており、「ない」は 7.5％であった。 

 

【相談先の有無】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

【子育てについて相談できる人の有無】 

小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95.5

4.0

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

いる／ある いない／ない 無回答

91.6 7.5 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=651

いる いない 無回答
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⑥子育てに関する相談先［複数回答］ 

子育てに関する相談先について、就学前児童では、「祖父母等の親族」（85.8％）との回

答が最も多く、次いで「友人や知人」（74.0％）が続いており、身近な人を相談相手とし

ている割合が高くなっている。これに続き、「保育士」（22.9％）、「幼稚園教諭」（20.3％）、

「近所の人」（13.7％）、「かかりつけの医師」（11.9％）、「子育て支援施設（地域子育て

支援拠点、児童館）・ＮＰＯ」（9.1％）などが比較的高い割合を占めている。 

子育てについて気軽に相談できる人について、小学生児童では、「友人や知人」（81.0％）

との回答が最も多く、次いで「祖父母等の親族」（79.9％）が続いており、身近な人を相

談相手としている割合が高くなっている。以下「保育士・幼稚園教諭・学校の先生」（26.7％）、

「近所の人」（18.5％）、「かかりつけの医師」（7.9％）が続いている。 

 

 

 

就学前児童                      小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【子育てに関する相談先】        【子育てについて相談できる人】 

85.8

74.0

22.9

20.3

13.7

11.9

9.1

2.1

0.1

0.0

4.2

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

幼稚園教諭

近所の人

かかりつけの医師

子育て支援施設（地域子育て

支援拠点、児童館等）・ＮＰＯ

筑前町の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

保健福祉環境事務所

その他

無回答 ｎ=716

81.0

79.9

26.7

18.5

7.9

1.5

0.3

0.2

0.0

3.0

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人や知人

祖父母等の親族

保育士・幼稚園教諭・学校の先生

近所の人

かかりつけの医師

子育て支援施設（地域子育て

支援拠点、児童館等）・ＮＰＯ

筑前町の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

保健福祉環境事務所

その他

無回答 ｎ=596
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⑦母親の就労状況［単数回答］ 

就学前児童の母親の就労状況をみると、「フルタイム（産休・育休・介護休業中ではない）」

（30.4％）との回答が最も多く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（28.7％）、「パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中ではない）」（26.7％）を

占め、「フルタイム（産休・育休・介護休業中）」（8.4％）、「パート・アルバイト等（産休・

育休・介護休業中）」（2.4％）など産休・育休・介護休業中が続いており、「これまで就労

したことがない」は 2.0％であった。 

 

【母親の就労状況】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧パート・アルバイト等で就労している母親のフルタイムへの転換希望［単数回答］ 

就学前児童のパート・アルバイト等で就労している保護者のフルタイムへの転換希望を

みると、母親については、「パート・アルバイトの就労を続けることを希望」（61.5％）と

の回答が過半数を占めており、次いで「希望はあるが実現できる見込みはない」（22.0％）

が続いている。 

 

【母親のフルタイムへの転換希望】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.4 8.4 26.7

2.4

28.7

2.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

フルタイム（産休・育休・介護休業中ではない）

フルタイム（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中ではない）

パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

8.7 22.0 61.5

1.4

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=218

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答
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⑨母親（未就労者）の就労意向［単数回答］ 

就学前児童の就労していない母親に今後の就労意向をたずねたところ、「１年より先、一

番下の子どもがある程度大きくなったら就労したい」（40.9％）との回答が４割を占めて

いる。「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」は 34.3％を占め、「子育てや家事な

どに専念したい（就労の予定はない）」は 14.3％であった。 

 

【母親（未就労者）の就労意向】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.3 40.9 34.3 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=230

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもがある程度大きくなったら就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
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⑩平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

定期的な教育・保育の事業の利用について、就学前児童では 76.1％が「利用している」

と回答している。 

このうちの 46.2％と半数近くが「認可保育所」を利用しており、これに次いで「幼稚園」

が 42.4％で続いている。 

 

【平日の教育・保育事業の利用有無】［単数回答］ 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用している教育・保育事業の種類】［複数回答］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.1 23.1 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

利用している 利用していない 無回答

46.2

42.4

9.6

3.2

1.6

0.9

0.7

0.5

0.5

0.2

0.0

2.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

認可保育所

幼稚園

幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

小規模な保育施設

自治体の認証・認定保育施設

認定こども園

家庭的保育

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育

その他

無回答 ｎ=571
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⑪定期的に利用したい平日の教育・保育の事業［複数回答］ 

定期的に利用したいと考える事業について、就学前児童では、「認可保育所」（54.4％）

が最も多く、次いで「幼稚園」（51.1％）、「幼稚園の預かり保育」（25.3％）、「認定こど

も園」（15.9％）などが比較的高い割合を占めている。 

 

【定期的に利用したい平日の教育・保育の事業】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.4

51.1

25.3

15.9

6.5

5.6

5.1

4.0

3.6

3.2

1.5

0.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

認可保育所

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園

ファミリー・サポート・センター

小規模な保育施設

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

居宅訪問型保育

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答 ｎ=750
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⑫地域子育て支援拠点事業の利用状況と利用意向［単数回答］ 

地域子育て支援拠点事業の利用状況について、就学前児童では、「利用していない」

（80.4％）との回答が最も多く、「地域子育て支援拠点事業を利用している」は 12.1％、

「その他筑前町で実施している類似の事業を利用している」は 4.8％であった。 

今後の利用意向については、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」

（61.7％）との回答が過半数を占め、次いで「利用していないが、今後利用したい」

（21.9％）、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」（7.5％）となっている。 

 

【地域子育て支援拠点事業の利用状況】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域子育て支援拠点事業の利用意向】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

⑬子どもの病気等のために教育・保育の事業が利用できなかった経験［単数回答］ 

この１年間に病気等のため普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった経験

について、就学前児童では、「あった」が 73.6％を占め、「なかった」は 23.5％であった。 

 

【子どもの病気等のために教育・保育の事業が利用できなかった経験】 

就学前児童 

 

 

 

 

  

12.1 4.8 80.4 5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

地域子育て支援拠点事業を利用している

その他筑前町で実施している類似の事業を利用している

利用していない

無回答

21.9 7.5 61.7 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

73.6 23.5 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=571

あった なかった 無回答
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⑭教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法［複数回答］ 

病気等で普段利用している教育・保育の事業ができなかった場合の対処方法について、

就学前児童では、「母親が休んだ」（75.0％）が最も多く、次いで「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」（35.7％）、「父親又は母親のうち就労していない方が子ど

もをみた」（19.3％）、「父親が休んだ」（16.9％）が続いている。 

 

【教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮施設に預けたいと思った経験［単数回答］ 

子どもの病気等で普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方

法として『父親が休んだ』『母親が休んだ』と答えた方に、施設に預けたいと思った経験を

たずねたところ、就学前児童では、「利用したいとは思わない」が 52.8％を占め、「できれ

ば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 46.3％であった。 

 

【施設に預けたいと思った経験】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

  

75.0

35.7

19.3

16.9

0.7

0.2

0.2

0.2

1.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労して

いない方が子どもをみた

父親が休んだ

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを

利用した

仕方なく子どもだけで留守番を

させた

その他

無回答 ｎ=420

46.3 52.8 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=320

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答
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⑯不定期に利用する預かり事業の利用状況と利用意向 

一時的な預かり事業の利用状況について、就学前児童では、「利用していない」が 79.2％

を占めており、具体的に利用しているものとしては、「幼稚園の預かり保育」（13.3％）、「一

時預かり」（4.4％）、「ファミリー・サポート・センター」（0.3％）の回答があった。 

一時的な預かりの利用意向については、「利用する必要はない」が 55.9％、「利用したい」

は 39.7％となっている。 

 

【不定期に利用している事業】（複数回答） 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一時的な預かりの利用意向】（単数回答） 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.3

4.4

0.3

0.0

0.0

0.9

79.2

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園の預かり保育

一時預かり

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答 ｎ=750

39.7 55.9 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=750

利用したい 利用する必要はない 無回答
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⑰小学校就学後の放課後の過ごし方の希望［複数回答］ 

小学校就学後の放課後に子どもを過ごさせたい場所としては、小学校低学年では、「自宅」

（52.6％）が最も多く、次いで「放課後児童クラブ〔学童保育〕」（46.8％）、「習い事（ピ

アノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」（36.3％）、「祖父母宅や友人・知人宅」（12.9％）

などが比較的高い割合を占めている。 

小学校高学年では、「自宅」（73.7％）が最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）」（48.5％）、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」（23.4％）、「祖

父母宅や友人・知人宅」（16.4％）などが、比較的高い割合を占めている。 

 

【小学校就学後の放課後の過ごし方の希望】 

低学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.6

46.8

36.3

12.9

9.9

2.3

11.1

5.8

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

放課後児童クラブ〔学童保育〕

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

（アフタースクール）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答 ｎ=171

73.7

48.5

23.4

16.4

14.0

1.2

14.0

6.4

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ〔学童保育〕

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

（アフタースクール）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答 ｎ=171
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⑱筑前町に期待すること［複数回答］ 

子どもを健やかに生み育てるために筑前町に期待することについて、就学前児童では、

「保育サービスの費用負担軽減や育児手当などの経済的支援の充実」（64.9％）との回答

が最も多く、これに次ぐ「子連れでも出かけやすく、親子で楽しめる場の提供」（60.1％）

とともに半数以上の回答を得ており、以下「母子保健サービスや小児救急医療体制の充実」

（40.7％）、「子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策の推進」（36.3％）などが高

い割合を占めている。 

小学生児童では、「保育サービスの費用負担軽減や育児手当などの経済的支援の充実」

（50.2％）との回答が最も多く、これに次ぐ「子どもを事故や犯罪の被害から守るための

対策の推進」（49.2％）とともに約半数の回答を得ており、以下「子連れでも出かけやす

く、親子で楽しめる場の提供」（42.5％）、「地域で子どもたちが遊んだり、スポーツした

りする場や機会の充実」（32.9％）などが高い割合を占めている。 

 

【子どもを健やかに生み育てるために筑前町に期待すること】 

就学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.9

60.1

40.7

36.3

30.4

28.0

25.7

23.1

18.8

10.8

9.5

8.4

7.7

6.4

6.0

4.0

3.1

2.5

1.5

3.6

0% 20% 40% 60% 80%

保育サービスの費用負担軽減や育児手当

などの経済的支援の充実

子連れでも出かけやすく、親子で楽しめる

場の提供

母子保健サービスや小児救急医療体制の

充実

子どもを事故や犯罪の被害から守るための

対策の推進

学童期の子どもの放課後対策の充実

地域で子どもたちが遊んだり、スポーツしたり

する場や機会の充実

乳児保育、延長保育など多様なニーズに

あった保育サービスの充実

仕事と子育ての両立に配慮した職場環境に

ついての企業への啓発

子育てに関する相談・情報提供や保護者

同士の交流の場の充実

子どもの「生きる力」を育むための教育の

推進

道路や施設などのバリアフリー化の推進

ひとり親家庭など多様な家庭のあり方に

応じた子育て支援の充実

男女共同参画の考え方や子育ての意義・

大切さなどの普及・啓発

児童虐待防止対策の推進

子育てボランティアなど地域で子育てを

支える活動の推進

非行防止などの青少年健全育成対策の推進

公営住宅における住環境整備

その他

特にない

無回答 n=750
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【筑前町に期待すること】 

小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.2

49.2

42.5

32.9

29.2

28.1

20.6

20.6

14.3

12.4

11.7

11.1

10.1

7.8

6.8

6.6

4.3

3.5

2.0

4.6

0% 20% 40% 60%

保育サービスの費用負担軽減や

育児手当などの経済的支援の充実

子どもを事故や犯罪の被害から守る

ための対策の推進

子連れでも出かけやすく、親子で

楽しめる場の提供

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会の充実

母子保健サービスや小児救急

医療体制の充実

学童期の子どもの放課後対策の充実

子どもの「生きる力」を育むための

教育の推進

仕事と子育ての両立に配慮した

職場環境についての企業への啓発

道路や施設などのバリアフリー化の

推進

非行防止などの青少年健全育成

対策の推進

ひとり親家庭など多様な家庭のあり方

に応じた子育て支援の充実

乳児保育、延長保育など多様な

ニーズにあった保育サービスの充実

子育てに関する相談・情報提供

や保護者同士の交流の場の充実

児童虐待防止対策の推進

子育てボランティアなど地域で

子育てを支える活動の推進

男女共同参画の考え方や子育ての

意義・大切さなどの普及・啓発

公営住宅における住環境整備

その他

特にない

無回答 n=651
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２．用語解説 

 

【か行】 

教育・保育施設 

認定こども園法・学校教育法・児童福祉法に規定された認定こども園・幼稚園・保育所の

こと。 

 

子育てサークル 

子育て中の保護者が集まって、日常生活の悩みや子育てに関する相談、情報交換などを行

うグループの活動。 

 

子育て支援センター 

保育所などに設置している事業で、地域の子育て家庭に支援活動を行うことを通して、地

域全体で子育てを行う基盤の形成を図ることを目的としている。具体的には、子育てに関す

る相談や情報提供、育児サークルに対する支援などを行う。 

 

子ども・子育て支援新制度 

平成 24 年 8 月に成立した子ども・子育て関連 3 法に基づく制度のことをいい、「子育て

についての第一義的責任は保護者が持つ」という考え方を基本に、その上で、幼児期の教育・

保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めることを目指す。 

 

子ども・子育て支援法 

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付や小規模保育等への給付を創設すると

ともに、地域の子ども・子育て支援の充実を図るため、平成 24 年 8 月に可決・成立し、公

布された。 

 

子どもの権利条約 

子どもの健やかな発達や主体性の尊重などをうたった国際条約。平成元年（1989 年）の

国連総会で採択され、翌年発効した。平成 26 年 11 月現在、世界 194 カ国が批准。日本

は平成 6 年（1994 年）に正式に批准した。 

 

 

【さ行】 

次世代育成支援対策推進法 

日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援する

ため、平成 17 年に施行された法律。この法律に基づき、企業及び国・地方公共団体は次世

代育成支援のための行動計画を策定することとされている。平成 26 年 4 月に、法律の有効

期限が平成 37 年 3 月 31 日まで 10 年間延長された。 
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市町村子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法に基づき、全市町村で作成するもの。幼児期の教育・保育、地域の

子育て支援についての需給計画。 

 

シックハウス 

新築や改築（リフォーム）直後の室内空気汚染によって引き起こされる病気。症状として、

新築や改築直後から遅くても数か月以内に、家の中に入ると目がしみる、涙が出てくる、鼻

水が出る・鼻が詰まる、喉が痛い、動悸がする、頭が重いなど、多様な症状が出現する。 

 

児童福祉法 

昭和 22 年に制定された児童についての根本的、総合的な法律。次代の社会の担い手たる

すべての児童の健全な育成、福祉の積極的増進を基本精神とする。 

 

食育推進計画 

食育基本法の第二章第十八条「市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作

成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市

町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければ

ならない。」において、各自治体が食育を推進するために定める総合的な計画。 

 

白いポスト 

有害な図書を回収するためのポスト（ボックス）。 

 

スクールガードリーダー 

子どもの安全を守るために、①通学路の巡回活動、②不審者対応についての学校へのアド

バイス、③各地域で子どもを見守る「学校安全ボランティア（スクールガード）」の指導等の

活動を行っている警察ＯＢや教員ＯＢ等の防犯の専門家。 

 

スクールカウンセラー 

小中学校・高校における生徒指導や相談機能を充実するため、県教育委員会が配置する相

談員。児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士などを

配置している。 
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【た行】 

筑前町子どもの約束 

基本的な人間力をつけ、どんな場面や場所でもたくましく生き抜くことが出来る "筑前っ

子" に育ってほしいという願いや思いが込められている "筑前町子どもの約束" を推進する

ため、関係団体と共に、具体的な取り組みを行うもの。 

一つ、私は、「おはよう」「こんにちは」元気いっぱいあいさつします。【あいさつ】 

一つ、私は、早寝、早起き、朝ごはん、規則正しい生活に努めます。【生活習慣】 

一つ、私は、「ありがとう」の言葉で感謝を伝えます。【感謝】 

一つ、私は、やさしい言葉づかいで、家族、友達、お年寄りを大切にします。【おもいやり】 

一つ、私は、自分の命、みんなの命を大切にします。【命】 

一つ、私は、筑前町の豊かな自然を守るために、今できることをがんばります。【郷土愛】 

一つ、私は、夢を持ち、何ごともチャレンジすることを大切にします。【こころざし】 

 

特定教育・保育施設 

市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・保育施設」のこと。施

設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれない。 

 

特定事業主行動計画 

次世代育成支援対策推進法第二章第四節第十九条「国及び地方公共団体の機関、それらの

長またはそれらの職員で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画

をいう。）を策定するものとする。」において策定を義務付けられている行動計画。 

 

届出保育施設 

保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が認可している認可保育所以外

の施設の総称。 

 

 

【な行】 

認可保育所 

国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等）

を満たし、都道府県知事に認可された施設。地方自治体が運営する公立保育所と社会福祉法

人などが運営する民間保育所（私立）があり、いずれも市町村において入所の手続きが必要。 

 

認定こども園 

保護者が働いているかどうかに関わらず、小学校就学前の子どもに教育・保育を一体的に

提供する機能、地域における子育て支援として相談活動や親子の集いの場の提供などを行う

機能を併せ持つ施設。 
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【は行】 

バリアフリー 

障がいのある人が生活している上で障壁（バリア）となるものを除去する（フリー）とい

う意味で、1974 年に国連障害者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザイン」という報

告書を出したころから使われるようになった。これは、室内の段差などの物理的障壁、障が

いのために特定の資格が取得できない制度の障壁、情報が伝わらないという障壁、障がい者

への差別・偏見などの心理的障壁等、すべての障壁を取り除こうという考え方。 

 

ブックスタート 

赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報などが入ったブックスタート・パック

を手渡し、絵本を介して心ふれあうひとときを持つきっかけをつくる活動をいう。 

 

放課後児童クラブ 

放課後児童健全育成事業（学童保育）を指す。保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童館や小学校の余裕教室等を利用して設

置する、適切な遊び及び生活の場のこと。厚生労働省が主導。 

 

母子保健法 

母性及び乳幼児の健康の保持・増進のため、保健指導・健康診査・医療その他の措置につ

いて定めている法律。 

 

 

【や行】 

幼児教育・保育の無償化 

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」に基づき創設された「子育てのための施

設等利用給付」による。市町村は、①の対象施設等を、②の支給要件を満たした子どもが利

用した際に要する費用を支給する。 

①対象施設 

   子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外

保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業で

あって、市町村の確認を受けたものを対象とする。 

  ②支給要件  

以下のいずれかに該当する子供であって市町村の認定を受けたものを対象とする 

  ・３歳から５歳まで（小学校就学前まで）の子ども 

  ・０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供であって、保育の必要性がある子供 

 

幼稚園 

満 3 歳から小学校就学前までの幼児を対象に、「幼児を保育し、適当な環境を与えてその

心身の発達を助長すること」を目的とする、文部科学省に認可された学校施設。 
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要保護児童対策地域協議会 

要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保

護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う。 

 

 

【わ行】 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感をもちながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期とい

った人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。 
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３．筑前町子ども・子育て会議条例 

 

平成 25 年 6 月 28 日 

条例第 15 号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 77 条第１

項の規定に基づき、筑前町子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第 77 条第１項の各号に掲げる事務を処理するものとする。 

 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１） 識見を有する者 

（２） 子どもの教育、保育に関する事業に従事する者 

（３） 子どもの保護者 

（４） 前３号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 子育て会議に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は子育て会議を代表し、会務を総理し会議の議長となる。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第６条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていな

いときは、町長が行う。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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（関係者の出席等） 

第７条 会長は子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその

意見又は説明を聴き、若しくは関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 子育て会議の庶務は、こども課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営について必要な事項は町長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資料編 

101 

 

４．筑前町子ども・子育て会議委員名簿 

 

団体・役職等 職名 氏名 備考 

民生委員児童委員協議会 主任児童委員 橋本 栄子  

町教育委員会代表 教育委員 佐藤 純子 副会長 

町社会教育委員代表 社会教育委員 野見山 美樹  

保育所（園）代表 なずな保育園長 江藤 健史 会長 

幼稚園代表 中津屋幼稚園長 柿原 篤子  

町小学校代表 三輪小学校長 東野 正美  

就学前保護者代表 子育て支援センター利用者代表 佐藤 彩子  

就学前保護者代表 子育て支援センター利用者代表 高瀬 小百合  

小中学校保護者代表 三輪小学校ＰＴＡ会長 石丸 充  

町男女共同参画センター 男女共同参画センター館長 田中 富久美  

町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務局長 森部 純一  

町商工会 商工会事務局長 萩尾 敏  
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５．筑前町子ども・子育て支援事業計画策定経過 

 

期 日 内 容 

【第１回】 

平成 31 年 3 月 20 日 

・平成 29 年度筑前町子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

・第２期筑前町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査報告 

【第２回】 

令和元年 10 月 11 日 

・平成 30 年度筑前町子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

・第２期筑前町子ども・子育て支援事業計画の策定状況説明 

【第３回】 

令和 2年 1月 22 日 
・第２期筑前町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

【第４回】 

令和 2年 3月 2日 
・第２期筑前町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～みつめよう 子どもの心 親の声 未来へつなぐ 町づくり～ 

第２期 

筑前町子ども・子育て支援事業計画 

 
令和２年３月 

 

発 行 筑前町 こども課 

〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光 951 番地 1 

TEL（0946）24-8767（直通） 

FAX（0946）23-1034 
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